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室蘭工業大学
○ 大学の概要

（１）現況 室蘭工業大学の位置する地域にあっては、今後の目標として、環境産業、
情報産業、知的集約型産業の育成やものづくりを基本とする産業政策を掲げ

① 大学名 ている。地域のこのような目標にも配慮しつつ、社会を先導する科学技術に
国立大学法人室蘭工業大学 関する教育研究を推進し、学術研究成果を積極的に発信することにより地域

の発展に貢献する。
② 所在地 なお、室蘭工業大学は、明治２０年に札幌農学校に設置された工学科をそ

北海道室蘭市水元町２７番１号 の前身とする北海道帝国大学附属土木専門部と、昭和１４年に設置された室
蘭高等工業学校を前身とする室蘭工業専門学校を統合して、昭和２４年に新

③ 役員の状況 制の工業系国立単科大学として設置されており、本年（平成２０年）で札幌
学長 田頭博昭（平成１６年４月１日～平成１８年１月３１日） 農学校工学科から１２２年、室蘭高等工業学校から７０年を迎える伝統ある
学長 松岡健一（平成１８年２月１日～平成２１年３月３１日） 大学である。
理事数 ３名
監事数 ２名（非常勤） （３）大学の機構図

次ページのとおり
④ 学部等の構成

工学部，工学研究科

⑤ 学生数及び教職員数
学生数
学部学生数 ２，８３７名（うち留学生２５名）
大学院学生数 博士前期課程 ４３３名（うち留学生 ７名）

博士後期課程 ６６名（うち留学生 ９名）
教員数 １９６名
職員数 １１０名

（２）大学の基本的な目標等
近年における科学技術の急速な進展、社会の複雑化・高度化に伴い、科学技

、 、 。術者には幅広い教養と国際性 深い専門知識 さらに創造性が求められている
このような有能な人材を育成することが室蘭工業大学の第一の使命である。
この使命を果たすため、室蘭工業大学は、学部及び大学院博士前期課程を通

じた教育を重視し、学部では幅広い教養と基礎科学及び工学に関する専門基礎
知識を教授する総合的な理工学教育を行うとともに、大学院博士前期課程にお
いて、専門知識の深化と課題解決能力の涵養を重点とした教育研究を行い、そ
れらを通じて未来を開く科学技術者を育成する。また、大学院博士後期課程で
は特に優れた学生を受け入れ、より高度な工学に関する教育研究を行い、創造
的な研究者、科学技術者を育成する。
２０世紀における科学技術の飛躍的な進歩は、社会の発展に大きく寄与する

反面、環境への影響など負の遺産ももたらした。科学技術のこの負の側面にも
目を向け、科学技術と人間、社会、自然との調和を追求する創造的な科学技術
に関する研究を展開し、知の拠点としての役割を果たす。
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室蘭工業大学
○ 全体的な状況

平成１９年度には、旅費支給業務のアウトソーシングに向けた規則の大幅なＡ．中期計画の全体的な進捗状況
中期計画に記載した事項については、その達成に向け各年度計画に基づき取 簡素化や給与支給明細書のメール配信によるペーパーレス化など業務の効率化

り組んでいる。平成１９年度までに全項目で取り組み既に実施済みのものも相 を進め、さらに環境国際基準ＩＳＯ１４００１を基本とした北海道環境マネジ
当あり、全体として中期計画期間内の完全実施に向けて着実に進行している。 メントシステム（ＨＥＳ）の認証の取得や、全学禁煙プロジェクト実施計画に

、 。基づく諸活動を開始し 快適な教育研究環境の保持と環境意識の向上に努めた
Ｂ．中期計画の各項目別の状況のポイント
Ⅰ 業務運営・財務内容等状況 （２）財務内容の改善
（１）業務運営の改善及び効率化 ① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

外部資金の増加を目的とした啓発活動やインセンティブ付与制度の実施、教① 運営体制の改善に関する目標
これまで、管理運営支援組織設置による企画・立案機能の強化や、教育研究 員個々の研究状況をＰＲするシーズ集の刊行・配布など、中期計画を順調に実

評議会、教授会等の審議事項の見直し、さらに重点研究領域の設定とこれに基 施している。
づく予算の重点配分の実施、学長枠定員確保による外部人材活用システムの導 平成１９年度には 「室蘭工業大学教育・研究振興会」を通じた大学活動全般、
入、センター等評価システムの構築及び実施、監査室の設置による監査体制の への支援の確保や外部資金等へのオーバーヘッド制の継続と拡大による大学全
整備、道内国立大学との連携による職員採用制度の導入、道内外の国公私立大 体の運営費等の充実を図った。

② 経費の抑制に関する目標学との連携など、中期計画を順調に実施している。
平成１９年度には、これらに加えて引き続きセンター等評価システムによる 省エネルギー専門部会や節約検討プロジェクトを通じた経費抑制の検討・推

評価を実施するとともに委員会評価システムを構築・実施したほか、教員・事 進、予算の計画的な執行、単価契約物品の増加による調達費用の縮減、人件費
務職員が一体となった国際交流センターを設置し国際交流活動に関する企画立 の抑制等により管理的経費の１％節減や人件費の１％削減を達成するなど、中
案機能の強化を図るなど、より一層の運営体制の改善に努めた。 期計画を順調に実施している。

平成１９年度には、評価システムを基に予算編成・配分方針を見直し、セン② 教育研究組織の見直しに関する目標
材料物性工学科の２コース制導入や情報工学科の大講座再編などの教育機能 ター等について「選択と集中」型予算としたほか、新たな総人件費削減計画を

の強化 「全学共通教育センター」の設置、大学院教育への「ＭＯＴコース」の 策定し、さらなる人件費抑制に取り組むなど一層の経費抑制に努めた。、
③ 資産の運用管理の改善に関する目標設定、技術部への業務依頼方式導入による教育研究支援体制の整備など、中期

計画を順調に実施している。 各教室の使用状況・稼働率の把握による施設の効率的利用，学外開放施設の
平成１９年度には、大学院博士前期課程に鋳造分野の人材育成を目指した教 規程整備やホームページへの案内の掲載、図書館の通年開放など、中期計画を

育プログラムとして新たに「ものづくり工学コース」を設定したほか、大学院 順調に実施している。
博士課程に３つの専攻を立ち上げることを検討し、平成２０年度から設置する 平成１９年度には、教室等利用状況調査に基づく利用形態の見直しや再配分
こととした。さらにこれを契機とした学部・研究科の全学的改組に向けた検討 の検討のほか、市民懇談会等を通じて積極的に学外者に施設利用を呼びかける
を進めるなどより一層の充実に努めた。 など効率的な施設・設備の利用促進に努めた。
③ 人事の適正化に関する目標

（３）自己点検・評価及び情報提供教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）の試行・実施、適切なポストへの任
① 評価の充実に関する目標期制導入による外部人材の確保、語学教員を中心とした外国人の積極的採用、

助教職の導入と任期制の適用、教員人事における昇任基準の明確化、外部資金 平成１６年度には評価委員会を設置し、評価の基本となる規則・要項等の見
による人材の確保など、中期計画を順調に実施している。 直し・制定を行い、それらに基づき、平成１８年度には自己点検評価及び外部
平成１９年度には、教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）を活用して優秀 評価を実施したほか、センター等評価システムを構築・実施した。また、平成

「 」 、 、な教員を優遇しうる給与体系を構築したほか、教員の意識高揚等を目的とした １６年度には国立大学として初めて 大学経営評価指標 を導入し 同年以降
数年毎の総合的な教員業績評価制度（ＥＳＴＡ）の導入に向けた全学的検討へ 各種データとアンケート調査により総合的な分析を行い、改善・改革の推進に
の着手や職員の資格取得の奨励などを行った。 役立てることとしている。さらに、平成１６年度には教員の多面的評価システ

ム（ＡＳＴＡ）の構築を行い、平成１７年度の試行を経て平成１８年度から本④ 事務等の効率化・合理化に関する目標
事務改善合理化ワーキンググループ設置による事務局各課の改善合理化の検 格的に実施するなど、中期計画を順調に実施している。

、 、討と事務組織の再編、旅費計算業務のアウトソーシング実施、新人事給与シス 平成１９年度には 大学評価・学位授与機構による機関別認証評価を受審し
テム及び授業料債権管理システムの導入など 中期計画を順調に実施している 「基準を満たしている」との評価を得たのに加え、選択的評価事項（Ａ、Ｂ）、 。
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に関する評価を受審した。また、センター等評価システムの継続実施に加え、 リア・サポート・センター、ものづくり基盤センター、全学共通教育セン
新たに委員会評価システムを構築し、さらに数年毎の総合的な教員業績評価制 ター、国際交流センターの設置
度（ＥＳＴＡ）の導入に向けた全学的な検討に着手するなど積極的に評価の充 ・ 各種財政支援の継続実施
実を図った。 ・ 国際貢献活動としてのＪＩＣＡ研修事業の受け入れ

などがある。② 情報公開等の推進に関する目標
、 「 」平成１７年度に広報に関する基本方針を策定し 平成１８年度には 広報室

Ｄ．学長のリーダーシップの下、機動的・戦略的な大学運営を目指した取組を設置し積極的な広報活動を展開している。また、教員データベースを充実さ
せ、同データベースを用いた「研究者総覧」を公開するなど、中期計画を順調 主な取組みは、次のとおりである。
に実施している。 ① 理事・副学長の下に各種学内委員会を整備するとともに、個別の課題に
平成１９年度には、北海道新聞社との連携取組の実施や札幌駅での広報活動 対して適宜、教育研究評議会の下にワーキング・グループを設置し検討す

を行うなど一層積極的に広報活動を展開したほか、教員データベースを利用し ることにより、企画立案業務の強化と機動的な運営を図った。
て教育研究活動状況の報告書を取りまとめるなど情報公開・情報発信の推進に ② 学長のリーダーシップの強化を図る一方で、学科長等が人事・予算を含
努めた。 め学科等の運営に責任を持つ体制とし、学科長等裁量予算を確保すること

により、学科運営への学科長の役割を強化した。
③ 学長・役員と学科長等との連携強化のために、学科長等連絡会議及び大（４）その他の業務運営に関する重要事項
学院博士後期課程専攻主任会議を設け、学長のリーダーシップのもと学科① 施設設備の整備・活用等に関する目標

建物の改修年次計画の策定と実施、利用状況調査に基づく駐車場等の整備計 長等との連携による大学運営を行う体制とした。
画の策定と実施、バリアフリーＭＡＰの作成・公表を行ったほか、施設設備に ④ 大学として重点分野に掲げた研究領域への予算の傾斜的配分を継続して
関するデータベース構築による有効利用や維持管理の改善に努めるなど、中期 行うとともに、中期計画の着実な実施を図るため、学長枠定員により計画
計画を順調に実施している。 的に人材を確保した。
平成１９年度は、構内交通計画検討ワーキンググループを設置し、構内の交 ⑤ 教員の職の見直しを受け、審査により助手を助教に任用し、教育・研究

通施設改善の検討を進めたほか、身体障害者対応のスロープやトイレ、エレベ の充実を図るとともに、外部資金による常勤教員を採用し教育・研究の充
ータの整備、共用スペース確保による施設の有効活用の促進などに努めた。 実を図った。

⑥ 教員の任期制導入に当たっての基本的な考え方に従い、センター等の定② 安全管理に関する目標
安全衛生委員会の設置 労働安全衛生法に基づく 安全マニュアル の改訂 員、助教、学長枠定員及び外部資金による採用教員に任期制を導入し人事、 「 」 、

作業環境測定業務の自己実施体制の整備など 中期計画を順調に実施している の流動化を図った。、 。
平成１９年度には、引き続き安全衛生管理活動を行うのに加え、安全衛生委 ⑦ 教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）について、試行を経て平成１８

員会の下に喫煙対策ワーキンググループを設置して活動を開始したほか、学生 年度から本格的に実施した。
や教職員に対する安全講習等を積極的に行うなど安全管理の徹底を図った。

Ｅ．社会に開かれた大学運営を目指した取組
主な取組みは、次のとおりである。Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況

本報告書は「業務の実績」に係る評価報告書であり、教育・研究等について ① 経営協議会における学外委員の意見を反映して設置した産学官連携支援
は別途評価が行われることを考慮し 「Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況」に係 室の活動継続とともに、地元金融機関との連携の拡充、地域の自治体との、
る記述は省略する。 連携協定の締結、地域の新聞社との連携など、地域密着型の産官学民連携

を推進する体制を強化した。
② 市民懇談会を開催し、学生も含めた地域との関わりの強化、プロビデンＣ．各項目に横断的な事項及び特色的な取組

各項目に横断的な事項及び特色的な取組みとしては、 スプログラムの導入など、委員の意見を大学運営へ反映させた。
・ 全学共通教育センターの設置 ③ 自己点検評価書、外部評価報告書などを随時ホームページで公表するな
・ 学長枠定員による多様な人材の確保 ど、大学情報を公表し、国民や社会へ説明責任を果たすよう努めた。
・ 広報活動の充実を目指す広報室の設置 ④ 社会への積極的な情報発信を行うための広報体制として、学長のもとに
・ 教員業績データベースの整備・活用へ向けての取組み 広報室を設置し広報活動の強化を図るとともに、地元新聞社との連携協定
・ 教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）の実施 を締結し常に最新の情報発信に努めた。
・ 外部評価及び認証評価の実施 ⑤ 本学の平成１７年度の企業等との共同研究等にしめる中小企業の割合が
・ センター等評価システムと委員会評価システムの構築・実施 全国一になったほか、平成１９年７月の外部機関（日本経済新聞社）の評

、 。・ 環境科学・防災研究センター、航空宇宙機システム研究センター、キャ 価においても地域貢献度全国一となるなど 地域に密着した活動を行った
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室蘭工業大学
項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
① 運営体制の改善に関する目標

１）効果的な組織運営の実現に関する基本方針中
時代の変化に柔軟に対応可能で強力な意志決定システムを構築するとともに、全大学構成員がその責任に応じ、積極的に参加できる大学運営システムを期

構築する。目
外部の有能な人材を積極的に活用するなど、開かれた大学運営システムを構築する。標

２）戦略的な学内資源配分の実現に関する基本方針
特色ある教育研究等の取り組みに対し、予算を重点的に配分するシステムを構築する。

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

中期計画 平成１９年度計画
中 年 中 年

平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【1】全学的な経営戦略の確立と効
率的・機動的な大学運営 ○ 学長補佐体制として、企画立案機能の強 ○ 学長補佐体制のさらな
学長補佐体制を整備し、実効的な Ⅲ 化を図るため平成１６年度に理事 副学長 る整備を進め、実効的な、 、
経営戦略を確立できる体制を構築す 教員、事務職員が一体となった管理運営支 経営戦略を確立する。
るとともに、学内委員会を見直し、 援組織を設置し、以降、経営戦略の策定等

、学内運営の意志決定及び責任体制の を行うほか、適宜見直しを進めた。 ○ 部局運営全般について
明確化を図り、適切かつ効率的な大 計画、実行、評価、改善
学運営を実現する。 ○ 平成１６年度以降、学内の各種委員会の のサイクルを円滑に実施
学内運営システム全般について、 役割、構成、理事・副学長との関係を見直 する。
計画、実行、評価、改善のサイクル し、必要な整理を行うほか、意志決定・責
を円滑に実施できる体制を構築す 任体制の明確化を図った。
る。

○ 責任体制の明確化と学内運営の効率化を
図るため、平成１７年度以降、教育研究評
議会、教授会等の審議事項の見直しを行っ
たほか、平成１８年度には博士後期課程の
教育研究活動に関する事項を審議するため
新たに専攻主任会議を設けた。

○ 学長のリーダーシップの下、学科長との
連携を強化するため平成１８年度には学科
長等連絡会議を設置し、意思の疎通を図る
こととした。

○ 学長のリーダーシップの強化を図る一方
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で、平成１６年度には学科長等を教員選考
委員会の委員とし、学科長等裁量経費を設
けるなど、学科長等が人事・予算も含め学
科運営に責任を持つ体制とした。

○ 平成１８年度には、学科等の運営につい
てＡＳＴＡによる部局目標の策定と各教員
による目標設定と実行を、また、センター
等については３年ごとの評価を通じてＰＤ
ＣＡサイクルによる改善・見直しを行うセ
ンター等評価システムを整備し５つの教育
研究センター等で評価を実施したほか、委
員会評価システムの構築に向けた検討を進
めた。

（平成１９年度の実施状況）【1-1】学長補佐体制及び学内委
員会等を見直し、効率的な学内運 【1-1】
営を図るとともに、意志決定及び Ⅲ ○ 本学の最重要課題である入学志願者確保
責任体制のさらなる明確化を図 に向けて、入試改革戦略室を設置し体制の
る。 構築を図った。また、前年度に引き続き学

内委員会の審議事項の見直しを行った。

【1-2】引き続き、部局運営全般 【1-2】
について、計画、実行、評価、改 Ⅳ ○ 前年度に引き続き、センター等評価シス
善のサイクルを円滑に実施できる テムに基づき４つの教育研究センター等の
体制を構築する。 評価を実施した。

○ 全学委員会及び学内諸会議について自己
評価に基づき改善を図るよう、委員会評価
システムを構築した。

【2】教員･事務職員による一体的な ○ 役員・教員・事務職員（平成１６～１８年度の実施状況概略）

運営 ○ 大学の企画・立案機能の強化のため、平 が一体となった企画立案
役員と教員及び事務職員によるチ Ⅲ 成１６年度に学内運営の役割を整理し、総 機能のさらなる強化のた
ームを編成し、業務運営に係る企画 務（企画・財政含む 、教育（入試・学生 め、管理運営支援組織の。）
立案機能を高める。 含む 研究 地域連携・国際交流含む 見直しを含めて効果的・。）、 （ 。）

の３グループに大別し、それぞれに理事、 効率的な体制の整備を行
副学長、教員、事務職員によるチーム（管 う。

） 、 、理運営支援組織９室 を編成し 同年以降
運営戦略の原案策定や問題点の洗い出し等
を進めた。
加えて、平成１７年度にはそれまで非常
勤であった学外理事を常勤に変更し、民間
の企業経営経験者を招聘したほか、平成１
８年度には評価業務の強化と戦略目標の立
案のため特任職員を採用した。

（平成１９年度の実施状況）【2】引き続き、管理運営支援組
織を見直し、役員と教員及び事務 【2-1】
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職員による効果的な企画立案機能 Ⅲ ○ 管理運営支援組織の検討事項について見
を高める。 直しを行い、定常的な業務については関連

、 ，委員会の検討事項とするなど 役員と教員
事務職員が一体となった企画立案機能をよ
り一層高めた。

○ 国際交流センターを設置し、教員による
センター長と事務職員による事務室長を置
き、教員・事務職員一体となった運営によ
り企画立案機能の強化を図った。

【3】全学的視点からの戦略的な学 ○ ＰＤＣＡサイクルによ（平成１６～１８年度の実施状況概略）

内資源配分 ○ 重点科学技術分野として３領域（環境科 り重点科学技術分野の改
創造的で特化できる重点科学技術 Ⅲ 学領域、感性融合領域、新産業創出領域） 善・見直しを進め、創造
分野を定め、学内資源を重点的に配 を定め、それぞれの活動の中心となる組織 的で特化できる重点科学
分する。 としてサテライト・ベンチャー・ビジネス 技術分野を再設定・再確

・ラボラトリーに加えて環境科学・防災研 認し、学内資源の戦略的
究センター及び航空宇宙機システム研究セ な重点的配分を行う。
ンターを順次立ち上げ、戦略的な学内資源
の重点配分を行うなど研究の重点化に努め
た。

○ 平成１６年度から、教員研究経費の半分
を学科長裁量経費として配分し、学科長の
リーダーシップの下に学科における重点配
分領域に充当することを可能とした。

（平成１９年度の実施状況）【3】創造的で特化できる重点科
学技術分野を定め、学内資源を引 【3】
き続き重点的に配分する。 Ⅲ ○ 本学の重点科学技術分野である３領域

（環境科学領域、感性融合領域、新産業創
出領域）に引き続き学長裁量経費を重点配
分し、研究の重点化を進めた。また、セン
ター等評価システムにより、これらセンタ
ーのＰＤＣＡサイクルによる改善・見直し
を行った。

【4】学外の有識者・専門家の登用 ○ 引き続き学長枠定員の（平成１６～１８年度の実施状況概略）

大学の管理運営、社会貢献等、今 ○ 平成１６年度以降、大学活動全般につい 活用により、管理運営、
後予想される教育研究以外の大学活 Ⅲ て外部人材の活用を図るため学長枠定員を 社会貢献等の分野におい
動に対応した専門分野における外部 確保し、研究活動、教育活動の活性化を図 て必要に応じて外部人材
人材の活用を図るための人事システ るほか それ以外の分野 学生の就職支援 の活用を図る。、 （ 、
ムを構築する。 産学連携、知財管理）に関して効果的な活

用に努めた。

○ 平成１７年度には社会の幅広い知見を大
、 、 、学経営に積極的に活かすため 総務 労務

財務、広報等を担当する理事を民間から迎
え入れた。
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（平成１９年度の実施状況）【4】設置した学長枠定員を使用
し、引き続き大学の管理運営、社 【4】
会貢献等の分野における外部人材 Ⅲ ○ 学長枠定員により外部から知的財産本部
の活用を図る。 に教授１名を採用し、活用を図った。

【5】内部監査機能の充実 ○ 引き続き定期的に内部（平成１６～１８年度の実施状況概略）

、定期的に内部監査を実施する監査 ○ 平成１６年度に監査室を設置し、重点項 監査を実施するとともに
組織を設置し、適切な大学運営に努 Ⅲ 目を定めた会計監査及び年度計画の進捗状 必要に応じ臨時の監査を
める。 況を把握するための業務監査を毎年度実施 行い、適切な大学運営に

し、適切な大学運営に努めた。 努める。

（平成１９年度の実施状況）【5】監査室を中心に、引き続き
定期的に内部監査を実施し、適切 【5】
な大学運営に努める。 Ⅲ ○ 引き続き内部監査を実施し、適切な大学

運営に努めた。

○ 平成１８年度に自己点検評価を実施した
センター等について、経理面における臨時
監査を実施した。

【6】国立大学間の自主的な連携・ ○ 引き続き、必要に応じ（平成１６～１８年度の実施状況概略）

協力の取り組み ○ 一般職員の採用試験や事務職員等を対象 て道内外の国公私立大学
、 。道内各国立大学と協力し、大学間 Ⅳ とした研修を （社）国立大学協会や道内 との連携・協力に努める

の連携・協力の強化を図る。 の国立大学と連携・協力して実施した。

○ 道内他大学との単位互換協定の締結や連
携事業の実施等を順次進めた。

（平成１９年度の実施状況）【6】引き続き道内各国立大学と
協力し、大学間の連携・協力の強 【6】
化を図る。 Ⅳ ○ 平成１８年度までの個別事業の共同実施

や協力を背景にさらなる連携活動を進める
ため、小樽商科大学との間で包括連携協定
を締結した。

○ 地域に根ざした医工連携の展開を目指
し、公立大学である札幌医科大学との間で
包括連携協定を締結した。

○ 研究開発の増進及び学生教育の充実を図
ることを目的に、私立大学である武蔵工業
大学との間で包括連携協定を締結した。

ウェイト小計
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室蘭工業大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
② 教育研究組織の見直しに関する目標

学士課程及び大学院博士前期課程を通じた教育に重点を置くことを踏まえつつ、常に将来の発展を目指す教育研究システムを構築する。中
期
目
標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

中期計画 平成１９年度計画
中 年 中 年

平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度 期 度

【7】教育研究組織の編成・見直し ○ 本学の将来のあり方を（平成１６～１８年度の実施状況概略）

のシステム ○ 法人化に伴い、それまでの将来計画委員 検討するための組織を整
本学の将来のあり方を検討するた Ⅲ 会を廃止し、短期的課題は特別委員会で、 備・充実させ、大学が求
めの組織を充実し、常に教育研究組 中長期的課題は教育研究評議会に検討会や められる役割や社会的要
織の編成、見直しを可能とする体制 ワーキンググループを置くなどして検討を 請などにも考慮しつつ、

、を構築する。 行った。また、平成１８年度には、より 常に教育研究組織の編成長
見直しを可能とする体制期的な視点から大学の在り方を検討する組織
を構築する。として、教育研究評議会の下に将来構想研究

会を設置した。

（平成１９年度の実施状況）【7】本学の長期的な在り方を検
討する組織として設置された将来 【7】
構想研究会において、常に教育研 Ⅲ ○ 前年度に設置した将来構想研究会におい
究組織の編成についての見直しが て本学の将来のあり方についての検討を進
できる体制の構築を検討する。 めた。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【8】教育研究組織の見直しの方向
性 ○ 学生にとって魅力ある教育研究組織の構 ○ 社会の要請に配慮し，
将来の可能性等を十分見定めつ Ⅳ 築を目指して平成１７年度には情報工学科 学生にとっても魅力ある

つ、社会の要請にも配慮した教育研 の講座再編及び材料物性工学科へのコース 教育研究組織の構築を目
究組織を模索する。具体的には、学 制導入を行い、さらに平成１８年度には電 指し、平成２１年度に工
士課程、大学院博士前期課程及び博 気電子工学科及び材料物性工学科において 学部・大学院工学研究科
士後期課程の関連を踏まえて、学生 それぞれ２大講座への再編を行った。 の全学的な改組を行う。
にとって魅力のある学科、専攻等の
教育研究組織の在り方を検討する。 ○ 大学院教育の充実のため、平成１８年度 ○ 平成１８年度にとりま
また、教育研究支援組織としての にはＭＯＴ教育プログラムを開設し、単位 とめた「技術部の在り方
技術部を一元化し、全学の教育研究 修得者にＭＯＴコース認定証を授与するシ 検討報告書」に沿って、
を支援する体制を整備する。 ステムを導入した。 整備した教育研究等の支

援体制と業務依頼方式の
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○ 教養教育、専門基礎教育等全学教育を一 改善を引き続き行う。
元的に企画、立案、実施するため平成１８
年度に全学共通教育センターを設置した。

○ 平成１６年度以降、技術部を一元化する
とともに、多くの業務依頼に対応し、より
充実した教育研究等支援を行うため、技術
系職員に衛生管理士及び特定化学物質等作
業環境測定士の資格を取得させるとともに
技術部職員研修会に参加させ、技能の向上
を図った。

（平成１９年度の実施状況）【8-1】設置された将来構想研究
会において 社会の要請に配慮し 【8-1】、 、
学生にとっても魅力のある教育研 Ⅳ ○ 将来構想研究会での検討の方向性を踏ま
究組織の在り方について検討す え、平成２０年度から大学院博士前期課程
る。 に新たに３つの専攻（航空宇宙システム工

学専攻，公共システム工学専攻、数理シス
テム工学専攻）を設置することとした。
さらに、これを契機とした学部・研究科
の全学的改組に向けての検討を進めた。

○ ものづくりのための技術継承・発展のた
め、大学院博士前期課程材料物性工学専攻
に鋳造分野の人材育成を目指した大学院教
育プログラム（ものづくり工学コース）を
設定した。

【8-2】技術部の新たな教育研究 【8-2】
等支援体制の整備を行う。 Ⅲ ○ 昨年度取りまとめた「技術部の在り方検

討報告書」に沿って、教育研究等の支援体
制を見直し、全学的業務を優先することと
した。また、業務依頼方式の審議過程の改
善を行った。

ウェイト小計
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室蘭工業大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
③ 人事の適正化に関する目標

広く国内外から優秀な教育研究者を求めるとともに、教員採用に際しては、教育能力を重視した選考を行う。中
事務職員、技術職員については、その能力・個性に応じた適正な人員配置に努める。期
、 、 、 、 、 。目 また 活力ある教育研究の発展を保証する柔軟な人事システムを構築するとともに 教職員の意欲を促すため 業績評価を行い 給与 人事に反映させる

標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

中期計画 平成１９年度計画
中 年 中 年

平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度 期 度

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【9】人事評価システムの整備・活
用 ○ 平成１６年度に教員の業績調査の一環と ○ 平成１８年度から実施
教員の広範囲な活動を把握し、そ Ⅳ して評価項目の抽出を行い、業績データベ している教員の多面的評
の業績を評価するシステムの構築を ースを構築した。同データベースは教員の 価システム（ＡＳＴＡ）
図る。 多面的評価システム（ＡＳＴＡ）の基礎と により、教員の広範な活
教職員の職種に応じた勤務評定を なる要素の一つである。 動を把握することに努め
行い、給与及び賞与に反映させる。 るとともに教員の業績評

○ 教員の意識改革と業務改善・質の向上を 価を行い、処遇に反映さ
目的として 教員の多面的評価システム Ａ せる。、 （
ＳＴＡ）を構築し、平成１７年度の試行を
経て平成１８年度から実施した。 ○ 総合的な教員業績評価

制度（ＥＳＴＡ）を構築
○ 平成１８年度には事務職員の業績評価シ し、平成２１年度に試行
ステムの構築に向け、私学を含めた他大学 作業を行う。
の評価システムの調査を行った。

○ 平成２０年度に事務職
【9-1】引き続き、教員業績評価 員、技術職員の評価シス（平成１９年度の実施状況）

システムにより、教員の広範囲な 【9-1】 テムの試行を行い、分析
活動を把握することに努める。 Ⅳ ○ 教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ） 作業等本格稼働に向けて

に関しては平成１８年度実施分の評価を行 準備を行う。
い、面談等を通じてその内容を各教員に通
知し改善を促すほか、大学として教員の教
育、研究、社会・国際貢献、部局・大学運
営等に関する活動状況の継続的把握に努め
た。また、平成１９年度分の教員の多面的
評価システム（ＡＳＴＡ）による評価を行
った。

○ 教員の意識高揚、意識改革、資質向上に
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資するため、数年毎の総合的な教員業績評
価制度（ＥＳＴＡ）の導入に向けた全学的
な検討に着手した。

【9-2】事務職員の広範囲な活動 【9-2】
を把握し，職種に応じて業績を評 Ⅲ ○ 事務職員の活動状況を把握し、職種に応
価するシステムの構築を図るため じて業績を評価するシステムに関する実情
の実状調査を基に，評価項目の抽 調査を行い、システムの素案をとりまとめ
出等を行う。 た。

【10】柔軟で多様な人事制度の構築 ○ 社会の要請や大学に求（平成１６～１８年度の実施状況概略）

社会の要請に柔軟に対応できるよ ○ 社会の要請に柔軟に対応すべく、学長枠 められる役割を踏まえ、
う、多様な人材の確保を図る体制と Ⅲ 定員を活用して教授８名（就職支援、研究 必要に応じて学長枠定員
する。特に優秀な教職員について、 支援、社会貢献支援 、助教授２名（教育 の活用等による多様な人）
優遇しうる給与体系を構築する。 支援 、講師（教育支援）１名の合計１１ 材の確保に努める。）

名を採用した。
○ 平成２１年度に試行予

【10】設置した学長枠定員を使用 定の教員業績評価制度 Ｅ（平成１９年度の実施状況） （
し、社会の要請に柔軟に対応でき 【10】 ＳＴＡ）により、優秀な
るよう、多様な人材の確保を図っ Ⅲ ○ 引き続き学長枠定員を活用して教授１名 教員を優遇しうる給与体
ていく。また、優秀な教職員を優 （社会貢献支援 、講師１名（教育支援） 系の改善を図る。また、）
遇する給与体系を構築する。 を採用した。 事務職員、技術職員の業

績評価システムに関して
○ 教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ） も同様に検討を進める。
を活用して優秀な教員を優遇しうる給与体
系を構築した。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【11】任期制・公募制の導入など教
員の流動性向上 ○ 平成１６年度に、センター等及び学長枠 ○ 教員採用については、
教育研究の活性化を図るため教員 Ⅲ の教員並びに外部資金を活用した教員に任 引き続き公募を原則とし
任期制等の導入を検討する。 期制を導入し、人事の流動化を図る体制を てホームページの充実を
教員採用は、公募を原則としてホ 整備した。これにより、平成１８年度まで 図り、広く国内外から優
ームページを充実し、広く国内外か に任期付き教員を合計１０名採用した。 秀な教育研究者の採用に
ら優秀な教育研究者を採用する。ま 努める。また、教員採用
た、教員採用や昇任人事において、 ○ 外部資金による常勤教員採用制度により や昇任人事において、一
教育能力を重視する。 平成１８年度までに助手２名を採用した。 定の研究能力を前提とし

てさらに教育能力を重視
○ 教員採用は公募を原則とし、英語による する。
公募要項を作成するとともに、ホームペー
ジに掲載し、広く国内外へ発信した。

○ 公募人事においては、一定の研究能力を
前提として面接等により教育能力を重視し
た選考を実施した。

○ 平成１８年度には昇任人事の選考基準を
作成し、明確化を図った。
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○ 平成１８年度には教員の職が変更された
ことに伴い、助教を導入することとし、選
考により助手を助教とすることとした。ま
た、新規に採用した助教には任期を付すこ
ととした。

（平成１９年度の実施状況）【11】教員採用は、公募を原則と
してホームページを充実し、広く 【11】
国内外から優秀な教育研究者を採 Ⅲ ○ 引き続き教員採用は公募を原則とし、英
用する。また、教員採用や昇任人 語による公募要項を作成するとともに、ホ
事において 教育能力を重視する ームページに掲載し、広く国内外へ発信し、 。

た。

○ 引き続き、公募人事においては、一定の
研究能力を前提としてさらに面接等により
教育能力を重視した選考を実施し、優秀な
教育研究者を採用した。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【12】外国人・女性等の教員採用の
促進 ○ 外国人教員の採用を積極的に進め、平成 ○ 教員の多様化の一貫と
教員の多様化の一環として、女性 Ⅲ １８年度までに合計６名を採用し、全体で して、女性教員や外国人
教員や外国人教員の採用を積極的に ８名となった。 の教員の積極的な採用に
推進する。 努める。

○ 女性教員についても積極的な採用に努め
平成１８年度までに新たに１名を採用し、
全体で４名となった。

（平成１９年度の実施状況）【 】 、12 教員の多様化の一環として
女性教員や外国人の教員を採用す 【12】
る。 Ⅲ ○ 外国人教員として語学担当教員１名を採

用した。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【13】事務職員等の採用・養成・人
事交流 ○ 「北海道地区国立大学法人等職員統一採 ○ 平成２０年度以降につ
事務職員等の採用は、共同採用試 Ⅲ 用試験」を活用し、平成１８年度までに７ いても事務職員等の採用
験を活用することを原則とし、特殊 名の採用を行った。また、平成１８年度に は、共同採用試験を活用
な職種については独自選考を行う。 は評価担当部署の強化を目的として独自選 することを原則とし、特
事務職員等の資質向上のため、学 考の結果、他大学を退職した事務職員を評 殊な職種については独自
内外での研修を充実するとともに、 価担当の特任職員として採用した。 選考を行う。
各種の資格取得を奨励し、資格を考
慮した人員配置を行う。また、事務 ○ 国立大学協会等が主催する各種研修会に ○ 事務職員等の資質向上
職員等の適正な配置を確保するた 事務職員を積極的に参加させた。 のため、学内外での研修
め、他大学との人事交流を積極的に を充実するとともに、各
進める。 ○ 技術職員の技術向上のため、学内での技 種の資格取得を奨励し、

術部職員技術研修に加え、平成１８年度に 資格を考慮した人員配置
は２名の職員をそれぞれ１ヶ月間民間企業 を行う。また、事務職員
に派遣し、機械工作についての技能を高め 等の適正な配置を確保す
た。 るため、他大学との人事

交流を積極的に進める。
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○ 事務職員等の適正な配置のため、他大学
との人事交流を積極的に展開した。

（平成１９年度の実施状況）【13-1】事務職員等の採用は、
【13-1】共同採用試験を活用することを

Ⅲ ○ 引き続き「北海道地区国立大学法人等職原則とし、特殊な職種について
員統一採用試験」の活用により４名の採用は独自選考を行う。
を行った。

【13-2】事務職員等の資質向上の 【13-2】
ため、学内外での研修を充実する Ⅲ ○ 引き続き、学内で初任職員研修や技術部
とともに、各種の資格取得を奨励 職員技術研修等を実施するとともに、国立
する。また、事務職員等の適正な 大学協会等が主催する各種研修会に事務職
配置のため、他大学との人事交流 員を積極的に参加させた。また、図書系職
を積極的に進める。 員が他大学での長期講習により司書補の資

格を取得するなど、職員の資格取得を奨励
した。

○ 引き続き、事務職員等の適正な配置のた
め、他大学との人事交流を積極的に展開し
た。

ウェイト小計
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室蘭工業大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

１）事務等の効率化・合理化に関する基本方針中
事務処理の電子化を進めるとともに、極力業務のアウトソーシング化を進め、事務の合理化を図る。期

２）事務組織の機能・編成の見直しに関する基本方針目
事務組織については、これまでの業務に加え、役員に対する支援機能あるいは企画立案機能を高めることを考慮し、効率的、機能的な編成を目指す。標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

中期計画 平成１９年度計画
中 年 中 年

平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【14】事務組織の機能・編成の見直
し ○ 平成１６年度に学内運営の役割を整理し ○ 管理運営支援組織の見
事務組織の企画立案機能、事務処 Ⅲ 理事、副学長、教員、事務職員による管理 直しを含めた企画立案体
理機能を高めるため、現行の事務組 運営支援組織（９室）を編成した。この結 制の整備を行うほか、既
織を確保しつつ役員と一体となった 果、同組織の諸活動を通じ、役員、教員及 存の事務組織についても
運営を行いうる事務体制を構築す び事務職員の一体化が図られ、事務組織の さらなる定常的業務の効
る。 企画立案機能、事務処理機能が高まった。 率化・省力化に努め、企

また、管理運営支援組織の見直しを行っ 画・立案機能のより一層
た結果、平成１８年度には、広報の在り方 の強化を図る。
を見直し広報室を設置したのに加え、国際
交流関係では、国際交流室と国際交流関連
事務組織の関係を見直し平成１９年度の国
際交流センターの設置を決定した。

○ 平成１７年度には事務改善合理化ワーキ
ンググループを設置し、全学的見地からの
検討に着手している。

（平成１９年度の実施状況）【14】管理運営支援組織と学内委
員会の関係を見直し、企画立案機 【14】
能のさらなる強化を図る。 Ⅲ ○ 定常的な業務については関連委員会の検

討事項とするなど、管理運営支援組織と学
内委員会の関係の整理を行ったほか、事務
組織の業務見直しや省力化に努め、管理運
営支援組織及び既存事務組織の企画立案機
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能の強化を図った。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【15】複数大学による共同業務処理
の推進 ○ 北海道地区財務会計実務担当者協議会を ○ 各大学との協力により
国立大学法人共通の事務向上に資 Ⅲ 充実させ、平成１８年度には同協議会にお 北海道地区財務会計実務
するため、道内各国立大学と協力し いて事務改善の検討も併せて行う提案を行 担当者協議会の充実に寄
て、事務改善研究会を設けることな った。 与する。
どについて検討する。

（平成１９年度の実施状況）【15】既に設置された北海道地区
財務会計実務担当者協議会をより 【15】
充実させる。 Ⅲ ○ 財務会計実務担当者協議会に参加すると

ともに、今後の協議会の在り方について各
大学の財務会計担当の補佐等による意見交
換会で検討を行い、各大学の協力により継
続的に充実を図ることとした。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【16】業務のアウトソーシング等の
推進 ○ 平成１６年度に、旅費計算業務のアウト ○ 引き続き、アウトソー
現業的、定型的業務に係る事務の Ⅲ ソーシングを実施し、業務の軽減を実現し シングの推進等の検討を
アウトソーシングを積極的に推進す た。 進める。
る。
人事事務、会計事務、教務事務等 ○ 平成１６年度に、旅費振込通知書のメー ○ 引き続き、人事事務、
の各般にわたり 事務処理の電子化 ル配信、物品請求システム・成績登録シス 会計事務、教務事務等の、 、
ペーパーレス化を図る。 テムの導入、学外からの公募通知をホーム 各般にわたり、電子化、

。ページに掲載するなど、電子化、ペーパー ペーパーレス化を進める
レス化の推進を図ると共に業務の軽減、ス
ピード化を実現した。

○ 平成１７年度に、図書請求システム及び
物品請求システムと連動した科研費システ
ムを導入し、会計事務処理の電子化・ペー
パーレス化を行い、効率化を図った。

○ 平成１８年度に、人事給与システム、授
業料債権管理システムについて新システム
を導入し、事務の効率化を図った。

（平成１９年度の実施状況）【16-1】引き続き、アウトソーシ
ングの推進等の検討を進める。 【16-1】

Ⅲ ○ 旅費支給業務のアウトソーシングに向け
て、日当、宿泊料等の支給区分、支給額に
係る規則の見直しを行い、大幅な簡素化を
図ることとした。

【16-2】引き続き、人事事務、会 【16-2】
計事務、教務事務等の各般にわた Ⅲ ○ 給与支給明細書のメール配信を実施し、
り、電子化、ペーパーレス化を進 ペーパーレス化を図った。
める。
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（平成１６～１８年度の実施状況概略）【17】その他
学内の教育研究環境を快適に保持 ○ 掲示及び学内通知等により、廃棄物分別 ○ 環境国際基準ＩＳＯ１
するため、環境国際基準ＩＳＯ１４ Ⅳ 収集の周知徹底を図った。 ４００１を基本とした北
００１に準じた廃棄物管理など環境 海道環境マネジメントシ
意識の徹底を図る。 ○ 平成１８年度には環境科学・防災研究セ ステム（ＨＥＳ）に基づ

ンター主催の「環境安全セミナー」を開催 き策定した環境マネジメ
し、環境問題の大切さを周知した。 ントマニュアルにより、

環境改善活動を実施する
【17】環境国際基準ＩＳＯ１４０ とともに、教職員の環境（平成１９年度の実施状況）

０１に準じた廃棄物管理など環境 【17】 意識の徹底を図る。
意識の徹底を図る。 Ⅳ ○ 環境国際基準ＩＳＯ１４００１を基本と

した北海道環境マネジメントシステム（Ｈ
ＥＳ）の認証を取得した。

○ 全学禁煙プロジェクト実施計画を定め喫
煙対策ワーキンググループを置き、喫煙指
導や喫煙状況の定期的な調査を行うなど、
平成２１年度からの完全禁煙に向けた活動
を始めた。

○ 掲示及び学内通知等により、引き続き廃
棄物分別収集の周知徹底を図った。

ウェイト小計

ウェイト総計
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室蘭工業大学

業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等（１）

１．特記事項
【平成16～18事業年度】 前期課程に「ＭＯＴ教育コース」を開設した。北洋銀行、日刊工業新聞、日本

政策投資銀行からの特別講師による実学重視講義を行い、選択科目でありなが① 特色ある取組
ら受講者は９０人と予想以上の人気であった。○ 学長のリーダーシップのもと、役員、教員、職員が一体となった大学運営

法人化に伴い、平成１６年度からは学長のリーダーシップの下、補佐体制とし
○ ものづくり基盤センターの開設て企画立案機能を高めるため、役員、教員、職員が一体となった管理運営支援組

織を設置し大学運営に当たるとともに、学科等の運営の責任者としての学科長等 本学は工学系の大学として、ものづくり教育・創造性教育・デザイン教育が
（学科長及び共通講座主任）の権限の強化も行ってきた。加えて、平成１８年度 重要な役割となっている。これまでこの機能をもつ施設として機械実習工場や
から学長、役員等と学科長等で構成する学科長等連絡会議を設置してより一層の 各学科における工作室があったが、設備の近代化が遅れていた。このため機械
意思疎通 連携強化を図るなど 学長の意向を隅々まで浸透させる仕組みを整え 実習工場をベースとして、平成１７年度に「ものづくり基盤センター」を設置、 、 、
学長のリーダーシップのもと一体となった大学運営体制の整備を行った。 し設備の近代化を図るとともに、大学及び地域のものづくり基盤を支える機能

の強化を図った。
○ 学長枠定員の確保による大学活動の活性化

○ 全学共通教育センターの設置平成１６年度には 大学活動全般について外部人材の効果的な活用を行うため、 、
学長枠定員を確保し、以後、研究活動、教育活動の活性化を図るほか、それ以外 教養教育、専門基礎教育等全学教育を一元的に企画、立案、実施するため、
の分野（学生の就職支援、産学連携、知財管理）に関して効果的な活用に努め、 平成１８年度に全学共通教育センターを設置した。これにより、工科系大学で
大学活動の活性化を図った。 の教養教育の在り方や効果的な教育方法の検討などを積極的に行っている。
なお、これまでに１１名の教員を同枠により採用している。

○ 教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）の実施
教員の意識向上と業績評価を目的に、平成１６年度以降、大学独自に教員の○ 任期付教員、外国人教員等の増加

平成１６年度に、センター等、学長枠、外部資金活用教員に任期制を導入し、 多面的評価システム（ＡＳＴＡ）を構築し、平成１７年度の試行を経て平成１
人事の流動化を図る体制を整備し、平成１８年度までに任期付き教員を合計１０ ８年度から本格的に実施した。
名採用したほか、外部資金による常勤教員採用制度により、平成１８年度までに

② 大学運営を円滑に進めるための様々な工夫助手２名を採用した。また、外国人教員の採用を積極的に進め、平成１８年度ま
○ 広報室の設置でに合計６名を採用し、全体で８名となったほか、女性教員についても積極的な

採用に努め、平成１８年度までに新たに１名を採用し、全体で４名となった。 平成１７年度に、広報に関する基本方針を策定し、翌平成１８年度に広報活
動の活性化に向けて学長の下に広報室を設置した。広報室長には民間から迎え
た理事を充て、以後、マスコミとの懇談会、プレスリリースの定型化など本学○ 教授会等の審議事項の見直し等と部局等評価システムの推進

効率的な学内運営を行うため、平成１７年度以降、教育研究評議会、教授会、 からの情報発信に努め、入試、一般広報を広く行った。また北海道新聞と提携
各種委員会の審議事項の見直しを行ったほか、平成１８年度には博士後期課程の 協定を締結し、北海道全体への情報の発信も行った。
教育研究活動に関する事項を審議するため、専攻主任会議を設けた。また、大学

○ 監査室の設置による監査体制の整備全体の運営改善を図ることを目的に部局等評価システムの構築を進め、まず平成
１８年度に、３年毎の評価を通じてＰＤＣＡサイクルによる改善・見直しを行う 国立大学法人は、教育研究活動のみならず、業務運営、財務状況全ての活動
センター等評価システムを整備し ５つの教育研究センター等で評価を実施した における的確な情報の公開が求められている。教育研究活動は主として自己点、 。

検・評価、外部評価により対応している。法人化に併せて、業務運営及び財務
活動に対する点検機能として平成１６年度に監査室を設置し、主として財務活○ ＭＯＴ（技術経営）教育コースの設定

大学院におけるＭＯＴ教育のより一層の充実のため、平成１８年度には博士 動の面から本学の状況を点検する体制とし、監査法人、監事と連携のもと監査
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、 。 、を行うことにより、大学運営の円滑化を図る体制とした。 すため 新たに採用される助教には任期制を適用することとした 任期は５年
再任は１回任期５年とすることとした。

○ 超過勤務縮減のための事務改善
○ 道内外の国公私立大学との連携・協力の強化平成１７年度に事務局内に「事務改善合理化ワーキンググループ」を設置し、

各課から提出のあった改善合理化案について、事務組織の改編を含め全学的な見 平成１８年度まで、他大学と個別事業の共同実施や研究面での協力を進めて
地から検討を行い超過勤務の縮減を図った。 きたが、より一層の連携・協力の強化を目指し、小樽商科大学（国立 、札幌医）

科大学（公立 、武蔵工業大学（私立）との間で包括連携協定を締結した。）
【平成19事業年度】
① 特色ある取組

２．共通事項に係る取組状況○ 学長枠定員による専門的人材の活用
社会貢献分野（知財管理）への専門的人材の活用のため、学長枠定員により新 【平成16～18事業年度】

○ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用たに知的財産本部に教授１名を採用し、大学活動の活性化を図った。
学長のリーダーシップを高め、学内組織の効率化、簡素化を図るため平成１

６年度以降、様々な取組を行った。具体的には、○ 大学院博士前期課程への３専攻の設置
将来構想研究会での検討の方向性を踏まえ、平成２０年度から、大学院博士前 １）学長の意向を学科長に徹底すること、各学科間の情報及び問題点の共有

期課程に新たに３つの専攻 航空宇宙システム工学専攻 公共システム工学専攻 化のために学科長等連絡会議を立ち上げ毎月開催した。（ 、 、
数理システム工学専攻）を設置することを決定した。 ２）委員会の見直しを行い、センター等の運営委員会の廃止や委員会構成の
さらに、これを契機とした学部・研究科の全学的な改組（平成２１年度予定） 整理を行った。

） 、 、 。に向けて検討・準備を進めた。 ３ 教育研究評議会 教授会等の審議事項を見直し 審議の効率化を図った
また、法人化に伴いそれまでの将来計画委員会を廃止し、短期的課題は特別

委員会で、中長期的課題は教育研究評議会に検討会やワーキンググループを置○ 国際交流センターの設置
国際交流室、国際交流関連事務組織を見直し、国際交流業務の一元化を目的に くなどして検討を行った。

長期的な視点から大学の在り方を検討する組織として、国際交流センターを設置した。これにより大学の国際交流戦略、留学生増加策、 平成１８年度には、より
教育研究評議会の下に将来構想研究会を設置した。海外協定校との取組策などを一元的に企画、立案、実行できる体制を整えた。

○ 大学院博士前期課程「ものづくり工学コース」の設置 ○ 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分
平成１７・１８年度の２年間にわたって実施した中核人材事業による育成プロ ・学長裁量経費
グラムを基礎として、社会人の技術向上やものづくりのための技術の継承・発展 各費目の査定をより厳しくして、学長裁量経費の増額予算を組み、総合
に向けて大学院博士前期課程材料物性工学専攻に「ものづくり工学コース」を開 的な観点から研究センター等に重点配分を行い、研究の重点化を進めた。
設し鋳造分野の人材育成に取り組んだ。 ・学長枠定員

平成１６年度に全学的な協力のもと学長枠定員を確保し、同年度以降、
民間・他大学等外部から学長枠を使用して１１名の教員を採用し、教育研○ 教育研究環境の保持、環境意識の向上に向けた取組

環境国際基準ＩＳＯ１４００１を基本とした北海道環境マネジメントシステム 究・社会貢献活動の活性化と外部資金増加を図った。
（ＨＥＳ）の認証を取得したほか、全学禁煙プロジェクト実施計画を定め喫煙対 ・特任職員の採用

、 、 、策ワーキンググループを置き、禁煙指導や喫煙状況の定期的な調査といった平成 大学評価 学内部局評価 人事評価などへの企画立案機能を高めるため
２１年度からの完全禁煙に向けた活動を開始するなど、快適な教育研究環境境の 平成１８年度には学外から特任職員を採用した。
保持と環境意識の向上に努めた。

○ 業務運営の効率化
平成１８年度には、増加している学長、理事の業務を支援するため総務課の② 大学運営を円滑に進めるための様々な工夫

組織見直しを行い、秘書室を新設し職員２名を配置した。また、多様な入試の○ 助教職の導入と任期制の適用
教員の職の変更に伴い、平成１９年度から助教職を導入し、設置の趣旨を生か 実施や入試広報の充実に向け、入試課の職員１名を増員し体制を強化した。
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指摘や対応策の検討を進めた。○ 収容定員を適切に充足した教育活動
学士課程、博士前期課程、博士後期課程の定員充足率はいずれも９０％以上を 加えて、全学委員会及び学内諸会議について自己評価に基づき改善を図るよ

満たしており、適切な充足率となっている。 う、委員会評価システムを構築した。

○ 外部有識者の積極的活用 ○ 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分
平成１７年度末に民間企業から総務広報担当の理事を迎えて大学経営の活性化 本学の重点科学技術分野を強化するために環境科学・防災研究センター、航

に努め、マスコミへの大学ＰＲ、予算の「選択と集中 、企業的時間軸の経営改 空宇宙機システム研究センター及びサテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボ」
善などを行った。また学長枠定員の使用により、必要に応じて民間から教員を採 ラトリーに引き続き学長裁量経費を重点配分し、研究の重点化を進めるととも
用している。また、経営協議会において提案のあった室蘭以外に入試会場を設け にセンター等評価システムを通じてこれらセンターのＰＤＣＡサイクルによる
ることについては検討の結果、札幌及び仙台に設置することとし、平成１９年度 改善・見直しに着手した。また、前年度までと同様、学長裁量経費や学長枠定
入試から実施した。なお、平成２０年度入試からは名古屋においても実施した。 員の活用による教育研究・社会貢献活動等の活性化に取り組んだ。
さらに、市民懇談会での意見を受け、高大連携への取り組みや修学旅行等の機 その他、平成１９年度の助教制度導入に際し新規採用の助教に任期を付すこ

、 （ 、 ） 。会を利用し本学を訪問する高校生向けのプロビデンス・プログラムを実施した。 ととし 任期付き助教 ５年：再任１回 ５年 には研究費を講師相当とした

○ 監査機能の充実 ○ 法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価
監事は役員会、経営協議会、教育研究評議会以外にも積極的に諸会議・連絡会 センター等への学内予算配分については、平成１９年度からは従来の前年対

等に参加し 日々の大学運営の点検に努めるとともに 学内的に監査室を設置し 比方式に替えて「選択と集中」の観点で行うこととした。具体的には平成１８、 、 、
定期監査を実施するなど監査機能の充実を図った。 年度から導入したセンター等評価システムの評価結果と、各センターの事業計

画（定性、定量両面）を考慮して予算措置することとした。
さらに、年度途中に事業の実施状況の報告を受けた上でその評価を配分額に○ 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等

学生にとって魅力ある教育研究組織の構築を目指して平成１７年度には情報工 反映させる仕組みを整備し、平成２０年度からの実施を決定した。
学科の講座再編を行い、さらに平成１８年度には電気電子工学科及び材料物性工

○ 業務運営の効率化学科において、それぞれ２大講座への再編を行った。また、少人数教育を徹底す
、るため、建設システム工学科に続いて平成１７年度には材料物性工学科において 事務局の定型的・季節的な業務について委託を請けて処理する組織の設置等

コース制を導入した。 さらなる効率化を図るために事務組織の見直しを検討するとともに、重複業務
の集約化(宿舎管理業務、共済組合業務の一元化)を行った。また、教育研究組
織の整備及び各種評価の立案、実行のため、企画・評価室を新設した。○ 従前の業務実績の評価結果の運営への活用

平成１６年度実績の評価で 「年度計画に設定のない事項を取り組む一方で中、
○ 収容定員を適切に充足した教育活動期計画に設定されながら年度計画に設定のない事項が多く見受けられ、今後、年

度計画の適切な策定が求められる」との指摘があったことを受けて、次年度以降 学士課程、博士前期課程、博士後期課程の定員充足率はいずれも９０％以上
の年度計画の策定において適切に対応した。また、平成１７年度実績の評価で、 を満たしており、適切な充足率となっている。
「経営協議会で審議すべき事項である役員の報酬及び退職手当の基準が報告事項

○ 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等として処理されている」との指摘があったことを受けて、次年度以降は経営協議
会で適切に審議を行った。 将来構想研究会での検討の方向性を踏まえ、平成２０年度から大学院博士前

期課程に新たに３つの専攻を設置することとした。
【平成19事業年度】
○ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用 ○ 法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組
本学の最重要課題である入学志願者確保に向けて、入試改革戦略室を設置し体 「研究活性化に向けた施策」を取りまとめるなど、引き続き研究活性化委員

制の構築を図るとともに、引き続き学内委員会の審議事項の見直しを行った。 会を中心に必要な方策を講じた。また、学部・研究科の全学的改組に向けた検
また、前年度に引き続き、センター等評価システムに基づいて４つの教育研究セ 討において、教員組織（研究組織）と教育組織を分離し、大学として研究活動
ンター等の評価を実施したほか、前年度実施分については結果に基づく改善点の の推進・誘導を行うこととした。
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室蘭工業大学
項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

科学研究費補助金等競争的外部資金の獲得の増加を図るとともに、共同研究等を積極的に推進し、自己収入の増加を図る。中
また、授業料等収入の安定的な確保を図るとともに、地域社会等との連携強化を図る。期

目
標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況
中期計画 平成１９年度計画

中 年 中 年
平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【 】 、 、18 科学研究費補助金 受託研究
奨学寄附金等外部資金の増加 ○ 平成１６年度に外部資金公募をホーム ○ 引き続き、科学研究費補
科学研究費補助金、共同研究等の Ⅲ ページで公開するとともに、申請書類の 助金、共同研究・受託研究

外部資金の獲得に努め、総額を６年 チェック体制の確立を図ったほか、平成 費等の外部資金の獲得に努
間で１０％程度増加させる。 １８年度には外部資金の獲得のための説 める。
科学研究費補助金の獲得や共同研 明会等の啓発活動や共同研究等の推進の
究等の推進を図るため、教員にイン ための諸方策を行った結果、外部資金獲 ○ 科学研究費補助金の獲得
センティブを付与する支援制度の充 得が向上した。 や共同研究等の推進を図る
実を図る。 ため、引き続き教員にイン
後援会等との密接な連携を図り、 ○ 平成１６年度以降、学長裁量経費によ センティブを付与する制度
大学に対する恒常的な支援体制の確 る学内支援制度等を設け、改善・見直し を実施する。
保に努める。 を図りつつ科学研究費補助金の獲得を推

進するための財政的支援を行うとともに ○ 後援会、同窓会等との密、
共同研究経費を獲得した教員に対しても 接な連携を図り、大学に対
財政的支援を進めている。 する恒常的な支援の確保に

努める。
○ 平成１８年度には本学の研究状況をＰ
Ｒするためのシーズ集を作成し、企業等
への配付を行った。

○ 平成１７年度以降、同窓会・地域企業
の協力のもと、大学諸活動の恒常的な支
援を目的に 「室蘭工業大学教育・研究振、
興会」を設置し、募金活動を行うととも
に事業を開始した。

（平成１９年度の実施状況）【18-1】引き続き、科学研究費補
助金、共同研究・受託研究費等の 【18-1】
外部資金の獲得に努める。 Ⅲ ○ 引き続き、外部資金の獲得のための説
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明会等の啓発活動や共同研究等の推進の
ための諸方策を行った結果、外部資金獲
得の向上に繋がった。

【18-2】科学研究費補助金の獲得 【18-2】
や共同研究等の推進を図るため、 Ⅲ ○ 科学研究費補助金の獲得や共同研究等
教員にインセンティブを付与する の推進を図るため、教員にインセンティ
制度を引き続き実施する。 ブを付与する制度を引き続き実施した。

【18-3】後援会、同窓会等との密 【18-3】
接な連携を図り、大学に対する恒 Ⅳ ○ 「室蘭工業大学教育・研究振興会」へ
常的な支援の確保に努める。 の協力を同窓会や地域企業に依頼し、資

金の確保に努めた。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【19】収入を伴う事業の適切な実施
授業料等収入の安定的な確保を図 ○ 平成１６年度以降、奨学寄付金につい ○ 授業料等収入の安定的な
るとともに、共同研究、受託研究等 Ⅲ て、５％のオーバーヘッドを設定すると 確保を図るとともに、共同
については、収入に見合った事業を ともに 平成１７年度からは受託研究 受 研究、受託研究等について、 （
適切に実施する。 託事業）の間接経費（３０％）を大学管 は、収入に見合った事業を
大学全体の運営費の充実を図るた 理経費として管理し、大学全体の光熱水 適切に実施する。
め、外部資金等について、適切なオ 料等の共通経費や研究費に充当する制度
ーバーヘッド制を導入することを検 を構築した。 ○ 大学全体の運営費の充実
討する。 を図るため、外部資金等に

○ 平成１７年度以降、ホームページに授 ついて、引き続きオーバー
業料の納入（納入期限、額、方法等）に ヘッド等の制度を実施す
ついて掲載し、授業料の安定確保を図っ る。
た。

○ 平成１７年度以降、予算確保上の学生
数を上回る授業料・入学料収入の一部を
学科及び入試の広報活動促進経費として
配分し、活動の活性化を図った。

○ 平成１７年度以降、事務体制を整備す
ることにより、共同研究・受託研究につ
いては適切な事業の推進を図った。

○ 平成１８年度には、合同企業セミナー
、参加企業の２００社から協力金を依頼し

適切に事業を実施した。

（平成１９年度の実施状況）【19-1】授業料等収入の安定的な
確保を図るとともに、共同研究、 【19-1】
受託研究等については、収入に見 Ⅲ ○ 引き続き、ホームページに授業料の納
合った事業を適切に実施する。 入（納入期限、額、方法等）について掲

載し、授業料の安定確保を図った。
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○ 引き続き、予算確保上の学生数を上回
る授業料・入学料収入の一部を学科及び
入試の広報活動促進経費として配分し、
活動の活性化を図った。

○ 共同研究、受託研究に係る契約事務の
迅速化を図るため、申請書及び標準的契
約書等を見直し、適切な事業の実施を図
った。

○ 合同企業セミナー参加企業の２５７社
から協力金を依頼し、適切に事業を実施
した。

【19-2】大学全体の運営費の充実 【19-2】
を図るため 外部資金等について Ⅳ ○ 引き続き、奨学寄付金のオーバーヘッ、 、
適切なオーバーヘッド制を導入す ド（５％）及び受託研究（受託事業）の
る。 間接経費（３０％）を大学管理経費とし

て管理し、大学全体の光熱水料等の共通
経費や研究費に充当した。また、これら
の割合について見直しを行い、次年度か
ら奨学寄付金のオーバーヘッドを１０％
に拡大し、さらに共同研究の間接経費の
１０％についても大学管理経費とするこ
ととした。

ウェイト小計
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室蘭工業大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
② 経費の抑制に関する目標

予算の効率的な執行に努めるとともに、管理的経費の抑制を図る。中
「行政改革の重要方針 （平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取り組みを行う。期 」

目
標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況
中期計画 平成１９年度計画

中 年 中 年
平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【20】管理的経費の抑制
管理費、教育研究経費の見直しに ○ 平成１６年度に、教員研究費の定額配 ○ 管理費、教育研究経費の
より、教職員の活動意欲向上につな Ⅲ 分を縮減し、競争的資金の増額、学科長 見直しにより、教職員の活
がるように予算管理の改善を図る。 等裁量経費の新設を行い、研究活動意欲 動意欲向上につながるよう

が向上する配分システムを構築した。 に予算管理の改善を図る。
光熱水料等管理的経費（人件費を
除く）の抑制を図り、管理的経費に ○ 平成１６年度に、キャンパスアメニテ ○ 光熱水料等管理的経費
ついて中期計画期間中毎年１％ずつ ィー委員会の下に、省エネルギー推進専 （人件費を除く）の抑制を
節減する。 門部会を設置し、管理的経費の抑制を図 図り、管理的経費について

る体制を構築した。 １％ずつ節減する。

○ 平成１７年度以降、科学研究費補助金
未申請者の意識改革を促すために、過去
２年間未申請の教員に係る教員研究経費
を減額（３０％）するとともに、これを
学長裁量経費として、競争的資金に充当
した。

○ 平成１８年度には、管理的経費等見直
しにより捻出した財源により、特に重点
事項として「ものづくり基盤センター」
の整備を行った。

○ 平成１６年度に若手職員で構成する 節「
約検討プロジェクト」を立ち上げ、そこ
から提案された案について実現性を含め
て検討を進め、特に「ＩＰ電話の導入 、」
「構内清掃の見直し」について平成１８
年度に具体的な検討を進めた。

○ 平成１６年度に、経費全体の収支見通
し作成のため特に人件費については定員
（人数）と予算（金額）で管理すること
として、中期目標期間中の人件費必要総
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額を算出した。

（平成１９年度の実施状況）【20-1】管理費、教育研究経費の
見直しにより、教職員の活動意欲 【20-1】

、 、向上につながるように予算管理の Ⅲ ○ 引き続き 各種の評価システムを基に
改善を図る。 学内予算編成方針、配分方針を見直し、

センター等の予算を従来の前年度比配分
方式に替えて「選択と集中」の観点で行
うこととした。

○ 引き続き、科学研究費補助金未申請者
の意識改革を促すとともに、学長裁量経

。費を活用した競争的資金の配分を行った

○ 管理的経費等見直しにより捻出した財
源により、教育研究環境の整備を進め、
特に重点事項として「航空宇宙機システ
ム研究センター」の整備を行った。

20-2 光熱水料等管理的経費 人 【20-2】【 】 （
件費を除く）の抑制を図り、管理 Ⅲ ○ 管理的経費の節減は、重油の大幅な値
的経費について１％節減する。 上がりにもかかわらず、節電、ＩＰ電話

の導入等により経費の節減を図り、目標
を達成した。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【21】予算の効率的な執行
予算の計画的な執行、単価契約物 ○ 平成１６年度以降、機器類及び大量に ○ 引き続き、予算の計画的
品を増やすことにより、調達費用の Ⅲ 必要とする消耗品について、各部署から な執行、単価契約物品の増
縮減に努める。 四半期毎に計画書を作成し予算の計画的 加により、調達費用の縮減

な執行を図るとともに、単価契約物品の に努める。
増加に努め、調達費用を縮減した。

（平成１９年度の実施状況）【21】引き続き、予算の計画的な
執行、単価契約物品を増やすこと 【21】
により 調達費用の縮減に努める Ⅲ ○ 引き続き、機器類及び大量に必要とす、 。

る消耗品について予算の計画的な執行と
ともに単価契約物品の見直しを行い、調
達費用の縮減に努めた。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【22】総人件費の抑制
総人件費改革の実行計画を踏ま ○ 人件費の抑制に取り組んだ結果、１％ ○ 引き続き、総人件費改革

え、平成２１年度までに概ね４％程 Ⅲ 削減計画を達成した。 の実行計画を踏まえ、平成
度の人件費の削減を図る。 ２１年度までに概ね４％程

度の人件費の削減を図る。
（平成１９年度の実施状況）【22】総人件費改革の実行計画を

踏まえ、人件費について１％の削 【22】
減を図る。 Ⅲ ○ 新たに総人件費削減計画を策定し、さ

らなる人件費の抑制に取り組んだ結果、
１％削減計画を達成した。

ウェイト小計
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室蘭工業大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
③ 資産の運用管理の改善に関する目標

資産の使用状況を適切に把握し、教育研究に支障のない範囲で、積極的に一般に開放する。中
期
目
標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況
中期計画 平成１９年度計画

中 年 中 年
平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【23】教室等施設の利用状況を定期
的に把握し、資産の効率的な利用に ○ 平成１６年度以降、各教室の使用状況 ○ 引き続き、教室等施設の
努める。 Ⅲ ・稼働率を把握し、効率的な運用を図る 利用状況を定期的に把握す
施設の一般開放に係る利用規程及 ほか、空き教室を学外に開放するなど施 るとともに、資産の効率的
び教育研究設備の民間企業等への開 設の有効活用に努めた。 な利用に努める。
放に係る利用規程を整備し、効率的
な施設・設備の利用促進に努める。 ○ 平成１６年度以降、開放可能な施設・ ○ 引き続き、利用規程の外

設備の一覧の作成・公表や、利用規程の 部への周知を図るととも
整備、ホームページによる案内の掲載等 に、効率的な施設・設備の
を順次進め、効率的な資産の利用促進を 利用促進に努める。
図った。

○ 平成１６年度には図書館利用規程、地
域共同研究開発センター、サテライト・
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー等
の利用規程の整備を行い、また、平成１
８年度にはものづくり基盤センターの利
用規程を整備し地域住民や企業など学外
者が利用しやすい環境を整えた。
加えて平成１６年度以降、開放可能な

施設・設備の一覧の作成・公表や、利用
規程の整備、ホームページによる案内の
掲載等も順次進め、効率的な資産の利用
促進を行った。

○ 図書館については、図書館の地域開放
を進めるため、平成１８年度からは休業
期間中も含め年間に渡って土日開館を行
うこととした。

（平成１９年度の実施状況）【23-1】教室等施設の利用状況を
定期的に把握するとともに、資産 【23-1】

、の効率的な利用に努める。 Ⅲ ○ 教室等施設の利用状況調査結果を基に
利用形態の見直しや再配分の検討を行っ
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た。

【23-2】利用規程の外部への周知 【23-2】
を図るとともに、効率的な施設・ Ⅲ ○ 引き続きホームページに「施設・設備
設備の利用促進に努める。 の一般開放」についての案内を掲載した

ほか、市民懇談会や室蘭市・大学・室蘭
市内の町内会による懇談会で利用に係る
説明を行うなど、効率的な施設・設備の
利用促進に努めた。

ウェイト小計

ウェイト総計
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室蘭工業大学

財務内容の改善に関する特記事項等（２）

その他、キャッシュフローを見ながら資金運用を行い、満期になった定期預１．特記事項
【平成16～18事業年度】 金、債券などを有利な金利の道債に買い換え、収益の改善に努めた。
① 特色ある取組

② 大学運営を円滑に進めるための様々な工夫○ 経費削減への取組
○外部資金等に係るオーバーヘッド制の拡大平成１６年度に、キャンパスアメニティー委員会の下に、省エネルギー推進専

門部会を設置し、管理的経費の抑制を図る体制を構築したほか 「節約検討プロ 引き続き奨学寄付金のオーバーヘッド（５％）及び受託研究（受託事業）の、
ジェクト」を立ち上げ、そこから提案された案について実現性を含めて検討を進 間接経費（３０％）を大学管理経費として管理し、大学全体の光熱水料等の共
めた。 通経費や研究費に充当したのに加えて、これらの割合について見直しを行い、

平成２０年度から奨学寄付金のオーバーヘッドを１０％に拡大し、さらに共同
研究の間接経費の１０％についても大学管理経費とすることとした。○ 教育・研究振興会の設置

平成１７年度以降、同窓会・地域企業の協力のもと、大学諸活動の恒常的な支
援を目的に 「室蘭工業大学教育・研究振興会」を設置し、募金活動を行うとと、

２．共通事項に係る取組状況もに具体的活動を開始し、留学生奨学金、優秀学生への報奨金支給、札幌・東京
サテライトにおける活動及び国際交流活動への支援などを進めている。 【平成16～18事業年度】

○ 財務内容の改善・充実なお、経営陣による精力的な募金活動で平成１８年度には約１．３千万円を集
めた。 平成１６年度以降、外部資金の獲得のための説明会の開催や教員へのインセ

ンティブ供与、科研費未申請者の意識改革を目的とした研究経費減額方策など
を引き続き実行し、外部資金等の増額に尽力した。また、毎月のキャッシュフ○ 外部資金増加策

地元中小企業との共同研究に積極的に取り組んだ結果，平成１７年度における ローを調査し、資金を道債購入などで効率的に運用して、自己収入の増加に努
中小企業との共同研究件数比率は全国一となった。平成１８年度には地元企業向 めた。
けに見やすいシーズ集を作成して、地域中小企業等に配布し、さらなる増加に努 加えて平成１８年度には、目的積立金を取崩し全学センターである「ものづ
めた。 くり基盤センター」の改修費に充当して積立金を有効に活用した。
地域共同研究開発センターで民間客員教授の大幅増加を図ったほか、教員に対

○ 人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定してのインセンティブ供与を行った。
等を通じての人件費削減に向けた取組これらの結果、外部資金の増加が図られた。
平成１８年度から、毎年、対平成１７年度人件費比１％減の目標を設定し、

その具体化をワーキンググループで検討して、事務職員、技術職員、教員の定② 大学運営を円滑に進めるための様々な工夫
年補充時に一定数を不補充とすることにより人件費削減を進めることを決定し○ 超過勤務経費の削減と事務の合理化

平成１８年度に定時退勤日を従来の水曜日から、これまで比較的超過勤務が多 た。さらに勤務時間管理簿の見直しを行い、適切な勤務時間の運用を図り、人
かった金曜日に変更したほか、勤務時間管理の適正化のために勤務時間管理簿の 件費の抑制に努めた。
改善や職員の意識改革に努めた。

○ 従前の業務実績の評価結果の運営への活用
【平成19事業年度】 平成１６年度実績の評価で 「管理的経費について、年度計画の１％削減目標、

が未達成であり、今後さらなる取り組みが期待される」との指摘があったこと① 特色ある取組
を受けて、次年度以降は、管理的経費の削減と効率的な運用に努めた結果、年○ 外部資金増加策

引き続き、外部資金の獲得のための説明会等の啓発活動や共同研究等の推進の 度計画を目標どおり達成した。
ための諸方策を行った結果、外部資金獲得の向上に繋がった。
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【平成19事業年度】
○ 財務内容の改善・充実
科学研究費補助金の獲得や共同研究等の推進を図るため、教員にインセンティ
ブを付与する制度の見直しを行い、学長裁量経費による支援の改善を行った。ま
た、引き続き「室蘭工業大学教育・研究振興会」への協力を同窓会や地域企業に
依頼し、大学に対する恒常的な支援の確保に努めた。
さらに、外部資金等のオーバーヘッド制の見直し（拡大）も行った。

○ 人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等
を通じての人件費削減に向けた取組
新たに総人件費削減計画を策定し、中期計画・年度計画の達成に努めたことに
加え、平成２１年度に予定の学部・研究科の改組再編への対応のため教員人事を
控えたことにより、計画が達成された。また、超過勤務の内容を吟味するととも
に、事務職員の効率的な配置を行うことなどにより超過勤務手当を削減した。
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室蘭工業大学
項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報提供
① 評価の充実に関する目標

大学の活動を活性化させるよう常に評価システムの改善充実に努めるとともに、評価結果を改善に生かすシステムの構築に努める。中
期
目
標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況
中期計画 平成１９年度計画

中 年 中 年
平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度
（平成１６～１８年度の実施状況概略）【24】自己点検・評価の改善

中期計画期間中の自己点検・評価 ○ 平成１６年度には評価委員会を設置し ○ 引き続き、センター等の、
に関する基本計画及び認証評価機関 Ⅳ 評価の基本となる規則・要項等の見直し 自己評価を実施するととも
などの利活用に関する基本計画を平 ・制定を行ったほか、平成１７年度には に、委員会活動についての
成１６年度中に策定する。 全学的な評価委員会とは別に、学科等内 評価システムの見直しを行

に部局評価委員会を設置し、学科長等の う。
。もとで部局評価を行う体制を明確にした

○ 平成１７年度には、認証評価等を視野
に入れた自己評価の実施計画を策定し、
平成１８年度に自己評価書をまとめ、外
部評価を受審した。

○ 自己点検・評価システムの一つとして
平成１６年度に教員の多面的評価システ
ム（ＡＳＴＡ）の構築を行い、平成１７
年度の試行を経て平成１８年度から本格
的に実施した。

○ 平成１８年度にはセンター等評価シス
テムを構築し、５つの教育研究センター
等で評価を実施した。

（平成１９年度の実施状況）【24】認証機関による第三者評価
（認証評価）を実施する。 【24】

Ⅳ ○ 大学評価・学位授与機構による機関別
、「 」認証評価を受審し 基準を満たしている

との評価を得たのに加え、選択的評価事
項（Ａ、Ｂ）に関する評価を受審した。
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（平成１６～１８年度の実施状況概略）【25】評価結果の大学運営の改善へ
の活用 ○ 外部評価の一つとして、平成１６年度 ○ 外部評価、認証評価で指
自己点検及び外部評価を定期的に Ⅳ に日本能率協会の「大学経営評価指標」 摘された課題等について、

行い、点検・評価結果を業務運営に を導入し、同年以降、各種データとアン 大学として改善に向けた措
反映させるとともに、その反映状況 ケート調査により 問題点や強み・弱み 置を講じる。、 、
を精査しつつ、自己点検・評価を大 講じた方策の効果などの総合的な分析を
学運営の改善に活用するシステムを 行い、改善・改革の推進に役立てること ○ 引き続き、市民懇談会を
構築する。 とした。 開催するとともに、他団体
学内に市民で構成する懇談会を設 との意見交換を進め、地域
置し、地域住民の声を大学運営に反 ○ 平成１７年度に策定した自己評価の実 住民の声を大学運営に反映
映させる。 施計画に基づき平成１８年度に外部評価 させる。

を実施し、指摘された事項から検討課題
を精査し行動計画をまとめ、改善に向け
た行動をとった。

○ 平成１６年度以降、市民懇談会を開催
し、大学活動への助言を受け、地域の小
中学校の総合学習への積極的協力、地域
のハザードマップ作成への支援、修学旅
行生を対象としたオープンキャンパス プ（
ロビデンスプログラム）の実施など、大
学の地域貢献活動に反映させた。

（平成１９年度の実施状況）【25-1】自己点検及び外部評価の
結果を踏まえ業務運営に反映させ 【25-1】
るとともに、大学運営の改善に活 Ⅳ ○ 平成１８年度に実施したセンター等評
用するシステムの構築を検討す 価システムの結果に基づき、改善点の指
る。 摘や対応策の検討を進め、予算配分の基

礎とするほかセンターの業務運営の改善
に反映させた。また、同システムに基づ
き平成１９年度も４つの教育研究センタ
ー等の評価を実施した。

○ 全学委員会及び学内諸会議について自
己評価に基づき改善を図るよう、委員会
評価システムを構築した。

（ ）○ 教員の多面的評価システム ＡＳＴＡ
について、平成１８年度実施分の評価を
行い、面談等を通じて結果を各教員に通
知し、改善を促すこととした。

○ 教員の意識高揚や意識改革等を通じて
、大学全体の業務改善を図ることを視野に

数年毎の総合的な教員業績評価制度（Ｅ
ＳＴＡ）の導入に向けた全学的な検討に
着手した。
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○ 大学経営評価指標の一環として、新入
生、在学生、企業及び教職員へのアンケ
ート調査を実施し課題の抽出を行い、そ
の対応の検討を始めた。

○ 認証評価により指摘された課題や、同
評価の自己評価書作成段階で明らかとな
った大学としての諸課題を抽出し、大学
全体としての対応策の検討に着手した。

【25-2】引き続き、市民懇談会の 【25-2】
あり方を見直し、より多くの地域 Ⅲ ○ 市民懇談会を引き続き実施するととも
の要望を取り入れる形態を検討す に、より多くの意見を取り入れるため、
る。 室蘭市・大学・室蘭市の町内会による懇

談会やＮＰＯ法人の団体との懇談を実施
した。

ウェイト小計
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室蘭工業大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報提供
② 情報公開等の推進に関する目標

教育研究活動の状況など大学運営に関する充実した情報提供システムを構築する。中
期
目
標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

中期計画 平成１９年度計画 中 年 中 年
平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【 】 、26 広報に関する委員会を充実し
大学情報の広報に関する基本方針を ○ 大学広報のあり方について検討した結 ○ 引き続き、広報室を中心
策定するとともに、大学の活動全般 Ⅲ 果、平成１７年度に広報に関する基本方 に、大学の活動全般につい
について、わかりやすい広報活動を 針を策定し、翌平成１８年度には学長の ての積極的な広報活動を展
展開する。 下に広報室を設置し、室長に民間から迎 開する。

。特に教育研究活動について、教員 えた理事を充て活発な広報活動を行った
活動実績データベースを充実し、詳 ○ 引き続き、教員データベ
細な情報を公開する。 ○ 教員データベースを充実させ、教員業 ースを充実させ、教育研究

績の把握に努めるのと併せて、同データ 活動についての詳細な情報
ベースを用いた「研究者総覧」によりホ を公開する。
ームページ上で研究者情報を公開した。

○ 教員データベースを活用し、平成１６
・１７年度の教育研究活動の状況に関す
る報告書をとりまとめた。

（平成１９年度の実施状況）【26-1】広報室を中心に、大学の
活動全般について積極的な広報活 【26-1】
動を展開する。 Ⅲ ○ 平成１８年度から行っている北海道新

聞社との連携による取組をさらに進める
とともに、札幌駅での広報活動を行うな
ど一層積極的に広報活動を展開した。

【26-2】教育研究活動について、 【26-2】
引き続き教員活動実績データベー Ⅲ ○ 引き続き、教員データベースを用いた
スを充実し、詳細な情報を公開す 「研究者総覧」による詳細情報の公開を
る。 行ったほか、平成１８年度の教育研究活

。動の状況に関する報告書をとりまとめた

ウェイト小計

ウェイト総計
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室蘭工業大学

自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等（３）

広報活動の全学的一元化と活性化に向け、総務担当理事を室長とする全学的な１．特記事項
【平成16～18事業年度】 「広報室」を設置した。これにより、入試、広報、情報の一元管理及び情報戦

略の強化を図るとともに、本学の様々な取組の学内共有と、外部に対する情報① 特色ある取組
発信体制を強化した。○ 教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）の導入

教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）は「生き生きとした大学づくり」を目
○ 第三者評価を活用した外部評価の実施的とし、教員の意識改革と自己啓発及び活力ある教員の育成をめざすほか、組織

的な教育の質の向上及び本学の中期計画実現機能を強化するために、平成１７年 評価は大学の質の向上という目的の重要な「手段」であるが、平成１８年度
度の試行を経て平成１８年度から実施した。この教員評価では、本学の全教員を には認証評価に準じた外部評価を実施し、本学の課題を精査した。これらは、
被評価者とし 自己申告による教育目標と達成度評価 授業評価 教育貢献評価 該当する部局で改善に向け検討し、今後の大学改革に活かすと同時に平成１９、 、 、 、
総合評価（教育、研究、社会・国際貢献、部局・大学運営における業績を審査） 年度の「認証評価受審」に向けた全学的な取組の中で活かされた。
の４つのカテゴリーについて、それぞれ３段階により評価を行っている。

【平成19事業年度】
① 特色ある取組○ 大学経営評価指標の導入と大学経営の活性化
○ 総合的な教員業績評価制度（ＥＳＴＡ）の構築検討大学経営評価指標は、本学の教学・業務・学生支援などの状況を定量的に把握

するとともに、中期計画の進捗管理に活用するほか、各学科の強み・弱みを定量 教員の意識高揚や意識改革等を通じて大学全体の業務改善を図ることを視野
的に把握・比較し、今後の目標設定や経営改善に活用することを目的に平成１６ に、数年毎の総合的な教員業績評価制度（ＥＳＴＡ）の導入に向けた全学的な
年度に国立大学法人として初めて導入した。導入以降、各種データと卒業生、在 検討に着手した。
学生、新入学者及び教職員へのアンケート調査により、問題点や強み・弱み、 なお、この総合的な教員業績評価制度（ＥＳＴＡ）は、勤務状況、教員とし
講じた方策の効果などの総合的な分析を行い、改善・改革の推進に役立てること てのミニマムの達成状況、教員の多面的評価（ＡＳＴＡ）の評価結果の３要素
とした。 からなるものであり、優秀教員として評価された者については人事・給与上の

措置やサバティカル研修制度の適用を予定している。
○ センター等評価システムの構築

○センター等評価システム、委員会評価システムの整備教育研究，業務運営等の諸活動についてＰＤＣＡサイクルによる改善・見直し
を行い、大学全体の運営改善を図ることを目的として平成１８年度にセンター等 前年度に構築したセンター等評価システムに基づき、４つの教育研究センタ
評価システムを構築した。 ー等の評価を実施した。
このシステムは、教育研究センター、技術部、附属図書館等、本学の全ての教 それと併せて、前年度に５つの教育研究センター等を対象に実施したセンタ

育研究センター等を対象とし、３年毎に各センター等が大学が定める点検評価項 ー等評価システムの結果に基づき、改善点の指摘や対応策の検討を進め、予算
目に沿った自己評価を行い、評価委員会での分析検討及び学長との面談を経て最 配分の基礎とするほかセンターの業務運営の改善に反映させた。また、全学委
終的な評価を確定させ、明らかになった問題点の改善を図るものである。 員会及び学内諸会議について自己評価に基づき改善を図るよう、委員会評価シ
同システムに基づき、初年度である平成１８年度には５つの教育センター等で ステムを構築した。
評価を実施した。

② 大学運営を円滑に進めるための様々な工夫
○大学評価・学位授与機構による認証評価等の受審② 大学運営を円滑に進めるための様々な工夫
大学評価・学位授与機構による機関別認証評価を受審し 「基準を満たしてい○ 広報室の設置による広報活動の強化 、

本学における広報活動を強化するため、大学広報のあり方について検討し、平 る」との評価を得たのに加え、選択的評価事項（Ａ、Ｂ）に関する評価を受審
成１７年度に広報に関する基本方針を策定したのに加え、翌平成１８年度には、 した。
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なお、認証評価により指摘された課題や、同評価の自己評価書作成段階で明
らかとなった大学としての諸課題を抽出し、大学全体としての対応策の検討に着
手している。

○地域の要望・意見の大学運営等への反映を目指した新たな取り組み
、 、前年度までに引き続いて市民懇談会を実施するとともに 大学運営や社会貢献

地域社会と共同した取組へのより一層の反映を目指し、新たに室蘭市・大学・室
蘭市内の町内会による懇談会やＮＰＯ法人の団体との懇談を実施した。

２．共通事項に係る取組状況
【平成16～18事業年度】
○ 情報公開の促進が図られているか。
マスコミ等を通じての情報公開、発信を活発に行っており、広報室設置後は同
室を中心により積極的な広報の展開に努めている。
この結果、地域の大学としての認知が高められるとともに、同窓生からも大学
への高い評価が寄せられている。また、ホームページに大学の日々の活動を載せ
積極的に情報発信に尽力した。

【平成19事業年度】
○ 情報公開の促進が図られているか。
北海道新聞社との連携による取組をさらに進めるとともに、札幌駅での広報活
動を行うなど一層積極的に広報活動を展開した。また、引き続き教員データベー
スを用いた「研究者総覧」による詳細情報の公開を行ったほか、平成１８年度の
教育研究活動の状況に関する報告書をとりまとめた。
その他、引き続き大学ホームページの充実や学報、四季報、センター等のニュ
ースレターの発行等、あらゆる機会を捉えて情報公開に努めた。
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室蘭工業大学
項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他の業務運営に関する重要事項
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

教育研究等の目標を踏まえ、施設整備に関する長期的な構想及び施設管理の基本計画を策定し、計画的な施設整備を行うとともに、大学の施設設備が常に中
有効に活用されるように施設設備管理システムを整備する。期

目
標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況
中期計画 平成１９年度計画

中 年 中 年
平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【27】施設等の整備
建築後３０年以上経過した建物に ○ 対象建物の改修年次計画を策定し、平 ○ 引き続き、建築後３０年
ついて、耐震補強及び老朽改善のた Ⅲ 成１７年度には第１年次の改修を実施し 以上経過した建物につい
めの改修を行う。施設の改修等に際 た。また、同計画に基づき、平成１８年 て、耐震補強及び老朽改善
しては、実験研究の高度化や情報化 度には翌年度改修予定の情報工学科棟、 のための改修を進める。ま
の進展に対応し得るフレキシブルな 講義棟、情報メディア教育センターの設 た、改修工事に併せて、身
スペースを確保する。 計作業に着手した。 体障害者等が円滑に利用で
構内の交通計画の見直しを行い、 きるよう施設環境の整備を
道路改修、歩道・駐輪場・駐車場の ○ 平成１６年度以降、車両台数、駐車場 行う。
整備計画を策定する。 の利用状況調査を毎年度実施し、整備計
身体障害者等が円滑に利用できる施 画の策定・見直しや学生用駐車場の増設 ○ 駐輪場の整備計画につい、
設環境の整備を推進する。 駐車場への入出構動線の見直し等を順次 ての検討を進める。

進めた。

○ 身体障害者等対応施設の実態調査を行
い、その結果に基づき平成１８年度には
「バリアフリーＭＡＰ」を作成して学内
ホームページに公表した。

（平成１９年度の実施状況）【27-1】引き続き、建築後３０年
以上経過した建物について、耐震 【27-1】
補強及び老朽改善のための改修を Ⅲ ○ 情報工学科棟、講義棟、情報メディア
行う。改修に際しては、実験研究 教育センターの耐震補強及び老朽改善の
の高度化や情報化の進展に対応し ための改修を行った。この結果、Ｉｓ値
得るフレキシブルなスペースを確 ０．３以下の建物は全て０．７以上に改
保する。 善された。また、改修に伴い、実験研究

の高度化や情報化の進展に対応し得るス
ペースとして共用スペース約３００㎡を
確保した。
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【27-2】引き続き、車両台数、駐 【27-2】
車場の利用状況を調査し、必要に Ⅲ ○ 構内交通計画検討ワーキンググループ
応じ整備計画の見直しを行う。 を設置し、車両台数、駐車場の利用状況

。調査結果を基に整備計画の検討を行った

【27-3】実態調査結果を基に、未 【27-3】
整備の部分については身体障害者 Ⅲ ○ 情報工学科棟、情報メディア教育セン
等が円滑に利用できる様、施設環 ターの改修工事に併せ、スロープやトイ
境の整備を行う。 レ、エレベータの整備を行った。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【28】施設等の有効利用及び維持管
理の改善 ○ 平成１６年度に施設設備の状況に関す ○ 引き続き、施設設備及び
施設設備の状況に関するデータベ Ⅲ るデータベースを構築し、以後、同デー 施設環境に関するデータの
ースを構築し 利用状況を把握する タベースの活用により施設設備及び施設 更新を行い、有効利用・維、 。
施設設備及び施設環境の点検・評 環境の利用状況の把握・分析を行い、有 持管理の改善に努める。
価を行い、効率的な機能保全及び維 効利用や維持管理の改善に努めた。
持管理の基本計画を策定する。 ○ 引き続き、施設の利用状

○ 平成１６年度以降、建物、設備の工事 況調査結果等に基づき、施
履歴、設備台帳を整備し分析・評価を行 設の有効利用に取り組む。
い、平成１７年度には維持管理の年度別
基本計画を策定し、翌平成１８年度には

。改訂版を学内ホームページにて公表した

（平成１９年度の実施状況）【28-1】現有施設の利用状況調査
結果に基づき、部屋の見直しをし 【28-1】
て有効活用を図る。 Ⅲ ○ 施設の利用状況調査結果により、利用

形態の見直しを行い、稼働率の少ない講
義室を改修工事の際の仮移転スペースと
して利用した。

【28-2】引き続き施設設備及び施 【28-2】
設環境に関するデータの更新を行 Ⅲ ○ 施設設備及び施設環境に関するデータ
う。 の更新を行い、有効利用・維持管理の改

善に努めた。

ウェイト小計
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室蘭工業大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他の業務運営に関する重要事項
② 安全管理に関する目標

安全管理に関連する法令を遵守するとともに、教職員や学生に対する啓発活動を行い、安全管理の徹底を図る。中
期
目
標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況
中期計画 平成１９年度計画

中 年 中 年
平成１９年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【29】労働安全衛生法等を踏まえた
安全管理・事故防止対策 ○ 労働安全衛生法に基づいて、平成１６ ○ 引き続き、安全管理に関
安全管理に関連する法令を遵守す Ⅲ 年度に安全衛生委員会を設置し、以後、 連する法令を遵守するとと
るとともに 安全管理体制を整備し 定期的に同委員会を開催し、学内の安全 もに、労働安全衛生法に基、 、
組み換えＤＮＡ実験の実施体制、毒 衛生全般にわたる施策を審議するととも づいた安全衛生委員会の下
・劇物等の管理、放射線等の取扱と に、構内巡視や安全点検の実施や安全衛 での安全管理体制を継続す
管理、化学物質の管理、実験廃液等 生管理活動計画表の作成に取り組むなど る。
の保管と処理などに関する体制と施 安全管理体制を整備した。
設の改善充実を図る。 ○ 引き続き、作業環境測定

○ 平成１６年度に 組み換えＤＮＡ実験 室において、学内における、 、
毒・劇物等の管理、放射線等の取扱と管 作業環境測定を実施する。
理、化学物質の管理、実験廃液等の保管
と処理に関して学内規則等の見直しを行
い、以後 「安全マニュアル」に取扱等に、
ついて記載するなど安全管理体制の充実
を図った。

○ 平成１６年度に安全衛生講習会を実施
し、安全衛生の確保のため衛生管理者の
増員を図った。また、今まで外注により
作業環境測定を実施していたが、平成１
８年度に技術職員が作業環境測定資格を
取得し、併せて既存施設の改修により作
業環境測定室を設置して、自前で作業環
境測定を実施する体制を整えた。

（平成１９年度の実施状況）【29-1】引き続き安全管理に関連
する法令を遵守するとともに、労 【29-1】
働安全衛生法に基づいた安全衛生 Ⅲ ○ 引き続き、定期的に安全衛生委員会を
員会の下での安全管理体制を継続 開催し、学内の安全衛生全般にわたる施
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する。 策を審議するとともに、管理活動計画表
に基づき安全衛生管理活動を実施した。

○ 安全衛生委員会の下に喫煙対策ワーキ
ンググループを置き、禁煙指導や喫煙状
況の定期的な調査を行うなど、平成２１
年度からの完全禁煙に向けた活動を始め
た。

【29-2】新たに設置された作業 【29-2】
環境測定室において、学内におけ Ⅲ ○ 作業環境測定室において、学内におけ
る作業環境測定を実施する。 る作業環境測定を年２回実施し、作業環

境の安全確保を図った。

（平成１６～１８年度の実施状況概略）【30】学生等の安全確保等
安全マニュアルを作成するととも ○ 平成１６年度に従来の安全マニュアル ○ 引き続き、安全マニュア
に、学生や教職員に対する安全講習 Ⅲ の見直しを行い、労働安全衛生法等に対 ルを新入学生に配付すると
を定期的に実施し、安全管理の徹底 応した改訂版を作成し、教職員、学生に ともに、学生や教職員に対
を図る。 配付するとともに、平成１７年度には本 する安全講習を定期的に実
課外活動における学生の安全確保 学ホームページへの掲載を行った。 施する。

、 。 、 、のため管理 指導体制の整備を図る また 学科等再編に併せ
定期的に学内教育研究施設等の安 ○ 平成１８年度には、安全マニュアルを 安全マニュアルの改正を行
全点検を実施し、安全な教育研究環 新入学生に配付し、新入生オリエンテー う。
境の確保に努める。 ションで説明を行った。また、学生や教

職員に対し、交通安全講習、危険作業従 ○ 引き続き、定期的に学内
事者講習、安全衛生講習等を年１回実施 教育研究施設等の安全点検
した。 を実施し、安全な教育研究

環境の確保に努める。
○ 平成１８年度に、サークルリーダーシ
ップトレーニング、サークル懇談会等に
おいて 『安全マニュアル』の「課外活動、
中の安全対策」に基づき徹底を図るとと
もに、保険への加入などを勧めた。

○ 平成１７年度以降、教育研究施設等の
安全点検を毎週実施し、結果を安全衛生
委員会に報告するとともに不備のあった
箇所については早急に改善し、安全な教
育研究環境の確保に努めた。

（平成１９年度の実施状況）【30-1】引き続き安全マニュアル
を新入学生に配付するとともに、 【30-1】

、学生や教職員に対する安全講習を Ⅲ ○ サークルリーダーシップトレーニング
定期的に実施する。 サークル懇談会において 『安全マニュア、
また、安全マニュアルの見直し ル』の「課外活動中の安全対策」を抜粋

を検討する。 して配付し説明を行うとともに、保険へ
の加入を勧めた。
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、○ ＡＥＤに関する学内講習会を実施して
応急措置等の普及を図った。

○ 引き続き、安全マニュアルを新入学生
に配付し、新入生オリエンテーションで
説明を行った。また、学生や教職員に対
、 、 、し 交通安全講習 危険作業従事者講習
安全衛生講習等を年１回実施した。

○ 安全マニュアルについて、安全衛生委
員会で見直しの検討を行い、２１年度の
学科等再編に合わせ、２０年度に改正す
ることとした。

【30-2】引き続き定期的に学内教 【30-2】
育研究施設等の安全点検を実施 Ⅲ ○ 引き続き、学内教育研究施設等の安全
し、安全な教育研究環境の確保に 点検を毎週実施し、結果を安全衛生委員
努める。 会に報告するとともに不備のあった箇所

については早急に改善し、安全な教育研
究環境の確保に努めた。

ウェイト小計

ウェイト総計
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室蘭工業大学

その他の業務運営の重要事項に関する特記事項等（４）

を開始した。１．特記事項
【平成16～18事業年度】
① 特色ある取組 ② 大学運営を円滑に進めるための様々な工夫
○ 全学一体となった安全衛生管理の徹底 ○ 学生や教職員に対する安全講習の実施等
労働安全衛生法に基づいて、平成１６年度に安全衛生委員会を設置し、以後、 安全マニュアルを新入学生に配付し、新入生オリエンテーションで説明を行

定期的に同委員会を開催し 学生 教職員一体となった安全対策を検討している ったほか、学生の課外活動中の安全対策に努め、説明会を行うほか保険加入を、 、 。
加えて 「環境科学・防災研究センター」主催の環境セミナー、建設システム 積極的に勧めた。また、学生・教職員に対して交通安全講習、危険作業従事者、

工学科が中心に行った「市民の安全を守るための防災のあり方」シンポジウムな 講習、安全衛生講習、ＡＥＤに関する学内講習会等を実施して、安全意識の啓
ど、学内にとどまらず地域を含めた安全活動を展開した。 発や応急措置の普及に努めた。

○ 作業環境測定業務の学内実施体制の整備
２．共通事項に係る取組状況従前、外注により作業環境測定を実施していたが、平成１８年度に技術職員が

作業環境測定資格を取得し、併せて既存施設の改修により作業環境測定室を設置 【平成16～18事業年度】
○ 施設マネジメント等が適切に行われているか。し、自前で作業環境測定を実施する体制を整えた。
以下の事項について積極的に対応した。
・ 平成１８年度にキャンパスアメニティー委員会と施設委員会を統合して② 大学運営を円滑に進めるための様々な工夫
施設アメニティー委員会を発足させ、委員会のスリム化を図るとともに幅○ 改訂した安全マニュアルによる安全教育の徹底

平成１６年度に従来の安全マニュアルの見直しを行い、労働安全衛生法等に対 広い視野で施設マネジメントについて検討する体制を整え、以後 「構内交、
応した改訂版を作成し、教職員、学生に配付するとともに、平成１７年度には本 通動線の見直し 「有効活用規程の見直し 「共用スペースの利用 「環境改」 」 」
学ホームページへの掲載を行った。また、平成１８年度には同マニュアルを活用 善計画」等に係る検討を行った。
し、学生や教職員に対する安全管理の指針として定期的な安全講習の実施や研究 ・ 平成１６年度に作成した「キャンパス・マスタープラン」に基づき、施
室の安全管理を実施した。これにより、大学運営における安全上の課題への対応 設整備を実施している。
を円滑に進めた。 ・ 平成１８年度に「施設の有効活用に関する規程」の見直しを図り、既存

施設の調査を行って若手研究者のためのスペースを確保することとした。
【平成19事業年度】 ・ 平成１７年度に「施設・維持管理基本計画」を作成し、計画的な維持管

理を実施している。① 特色ある取組
・ 平成１７年度に「エネルギー管理標準」を作成し、以後、エネルギー管○ 学内教育研究施設等の安全点検の徹底等

平成１８年度に設置した作業環境測定室による自前の作業環境測定を２回実施 理を継続するとともに、定期的に「省エネルギー推進専門委員会」を開催
したほか、学内教育研究施設等の安全点検を毎週実施し、結果を安全衛生委員会 し、エネルギー使用量の推移や前年度比の公表を行うなど、省エネルギー
に報告するとともに不備のあった箇所については早急に改善し、安全な教育研究 への取組についての学内教職員の意識向上を図った。また、省エネ対策と
環境の確保に努めた。 して暖房設定温度の変更、変圧器の見直し、省エネ型ランプへの交換等を

実施した。
○ 安全衛生活動等の推進

○ 危機管理への対応策が適切にとられているか。引き続き、定期的に安全衛生委員会を開催し、学内の安全衛生全般にわたる施
策を審議するとともに、管理活動計画表に基づき安全衛生管理活動を実施した。 以下の事項について積極的に対応した。
また、安全衛生委員会の下に喫煙対策ワーキンググループを設置し、禁煙指導や ・ 平成１６年度に改訂した「安全マニュアル」を活用し、同年度以降、新
喫煙状況の定期的な調査を行うなど、平成２１年度からの完全禁煙に向けた活動 入生オリエンテーションでの説明及び配付を行うほか、新規採用教職員に
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は初任研修の中で安全衛生教育を実施した。また、全学教職員を対象に安
全衛生講習会を実施し、安全意識の向上に努めた。
さらに、平成１８年度には学内にＡＥＤを３カ所設置し、以後、定期的に

教職員に対しての取扱い説明会を開催した。
・ 平成１８年度には、科学研究費補助金を始めとした研究費の不正使用防止
のための体制整備及びルールづくりのため、他大学等の状況の調査を開始し
た。

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
平成１６年度実績の評価で「年度計画では、施設設備及び施設環境の効率的な
機能保全及び維持管理の基本計画を策定するとされているが、検討にとどまって
おり、早期の策定が求められる」との指摘があったことを受け、平成１７年度に
維持管理基本計画を策定し、この計画に基づき施設設備及び施設環境の効率的な
機能保全・維持管理実施している。また、平成１８年度は最新の状況に基づき点
検・評価を行ってデータの更新を行い、維持管理基本計画を見直した。

【平成19事業年度】
○ 施設マネジメント等が適切に行われているか。
前年度に引き続き、施設マネジメントに関しては、施設アメニティー委員会に
おいて積極的な活動を展開し、構内交通計画検討ワーキンググループを設置して
車両台数、駐車場の利用状況調査結果を基に整備計画の検討を行ったほか、情報
工学棟、情報メディア教育センターの改修工事に併せ、身体障害者等への対応と
してスロープやトイレ、エレベータの整備を行った。
加えて、改修の際に新たに共用スペースとして約３００㎡を確保し、実験研究
の高度化や情報化の進展に対応し得るスペースとし、施設の有効活用を図った。

○ 危機管理への対応策が適切にとられているか。
全学的・総合的な危機管理体制の整備状況としては、新入生オリエンテーショ
ンで「安全マニュアル」を配付し説明を行うほか、新規採用教職員には初任研修
の中で安全衛生教育を実施するとともに、学生や教職員を対象に交通安全講習、
危険作業従事者講習、安全衛生講習会を実施し、安全意識の向上に努めた。
その他、平成１８年度に設置したＡＥＤについて、講習会を実施して応急措置
等の普及を図った。また、研究費の不正使用防止のための体制・ルール等を整備
した。
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室蘭工業大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
① 教育の成果に関する目標

学士課程及び大学院博士前期課程を通じた教育を重視し、学士課程では、幅広い教養と基礎科学及び工学に関する専門知識を教授する総合的な理工学教育中
を行うとともに、博士前期課程においては、専門知識の深化と課題解決能力の涵養を重点とした教育研究を行い、豊かな人間性と国際性、深い専門知識を持期
ち、未来をひらく科学技術者を育成する。目
大学院博士後期課程においては、より高度の工学に関する教育研究を行い、課題探求能力を有し技術革新に挑戦する創造的な研究者、科学技術者を育成す標

る。
卒業者が、社会の各方面に進出し、工学に関する専門知識を生かして、我が国の社会、産業の発展と国際社会に貢献することを目指す。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【31】学生収容定員 【31】学生収容定員
、 。各年度の学生収容定員は、別表のとお 学生収容定員は 別表のとおりとする

りとする。

【32】教育の成果に関する具体的目標の 【32-1】科学技術の急速な進展と社会の ○ 本学の教育理念、学科・専攻ごとの教育・研究目標及びアドミッション・
設定 複雑化・高度化に適切に対応できる有能 ポリシーを引き続きホームページへ掲載し、本学の教育目標等を学内外に公
科学技術の急速な進展と社会の複雑化 な人材が求められている。そのため、学 表した。
・高度化に適切に対応できる有能な人材 士課程、大学院博士前期課程を通じた教
が求められている そのため 学士課程 育を重視し、豊かな人間性と工学に関す ○ 豊かな人間性と工学に関する高度の専門知識を身につけた科学技術者を養。 、 、
大学院博士前期課程を通じた教育を重視 る高度の専門知識を身につけた科学技術 成することの一環として、これまで認証を得た３分野に続き、平成１９年度
し、豊かな人間性と工学に関する高度の 者を養成することを基本目標とする。 には応用化学分野がＪＡＢＥＥを受審した。
専門知識を身につけた科学技術者を養成 また、建築分野、情報分野、材料分野、応用物理分野で平成２０年度受審
することを基本目標とする。 に向けた準備を行った。これにより全学として認証を得ることとなる。

［学士課程］ 【32-2】学士課程では、昼間コースと夜 ○ 英語教育における少人数教育実現に向けた検討に着手したほか、長期イン
学士課程では、昼間コースと夜間主コ 間主コースを置き、教養教育、基礎教育 ターンシップ導入のための検討を行い、本年度の試行を経て平成２０年度か
ースを置き、教養教育、基礎教育（工学 （工学リテラシー教育 、専門基礎教育 ら実施することとした。）
リテラシー教育 、専門基礎教育に重点 に重点を置いた総合的な理工学教育を行）
を置いた総合的な理工学教育を行い、豊 い、豊かな人間性と基礎学力を身につけ ○ 小樽商科大学との単位互換協定に基づく授業「地域再生システム論」を小
かな人間性と基礎学力を身につけた科学 た科学技術者を養成する。 樽商科大学で実施し、本学から１２名が履修した。また、大学及び地域と連
技術者を養成する。 携した授業として確立させるため、同科目を平成２０年度からカリキュラム

に加えることとした。

○ 創造性豊かな専門人材の育成と科学技術の発展への貢献を目的とする「も
のづくり基盤センター」に新たに専任教員を配置するなど、実践的な教育の
展開に努めた。

○ 全学共通教育センターにおいて、全学共通教育科目（副専門教育科目及び
主専門共通科目）の開講計画（授業内容の決定、担当教員の選定、履修者数
調整等）を策定した。
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［大学院］ 【32-3】博士前期課程では、学士課程教 ○ 教育目標・授業科目の理解度調査のための修了予定者アンケートを実施し
博士前期課程では、学士課程教育の基 育の基礎学力を基にして体系化した専門 て学生の理解度の把握に努め、同アンケート及び大学経営評価指標の一環と
礎学力を基にして体系化した専門教育を 教育を行い、高度の科学技術者を養成す して実施している企業アンケートの分析結果をもとに、平成２０年度から共
行い、高度の科学技術者を養成する。 る。 通科目に新たに国際コミュニケーションをはじめとする５つの科目群を置く

ことを決定した。

○ 新たに博士前期課程材料物性工学専攻に「ものづくり工学コース」を設置
し、鋳造分野の人材育成に取り組むこととした。

○ 平成２０年度に新たに博士前期課程に設置する３つの専攻（航空宇宙シス
テム工学専攻、公共システム工学専攻、数理システム工学専攻）について，
その目的や養成する人材像を踏まえ特色あるカリキュラムを策定した。

○ 経営感覚を兼ね備えた技術者養成のために博士前期課程に設定しているＭ
ＯＴ（技術経営）教育プログラムについて、履修者アンケートを行い要望を
取り入れて授業内容等の改善を行うなど、その充実を図った。

博士後期課程では、各分野におけるよ 【32-4】博士後期課程では、各分野にお ○ 宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）との連携大学院として、平成１８年度
り高度な教育及び研究実践を通じて、創 けるより高度な教育及び研究実践を通じ に生産情報システム工学専攻に設置された航空宇宙システム工学講座による
造的な研究者及び科学技術者を養成す て、創造的な研究者及び科学技術者を養 大学院教育の一層の充実を図った。
る。 成する。

【33】卒業後の進路等 【33-1】キャリア・サポート・センター ○ 卒業予定者アンケートにより就職に関する意識調査とその分析を行った。
卒業者が、製造業をはじめ、工学の専 を中心に学生の就職に関する意識調査を
門知識を生かし得る職業に進出すること 実施し、就職分野の現状を把握する。 ○ キャリア・サポート・センターにおいて、平成１９年度の就職活動状況の
を促進し、我が国の社会、産業の発展と 調査・分析を行い、現状を把握するとともに今後の就職活動の指針とした。
国際社会に貢献する有能な人材を輩出す
る。なお、学部卒業者については、工学 【33-2】本学学部卒業予定者の専門技術 ○ 各界で活躍しているＯＢによる講演会「ようこそ先輩」を２回開催し、企
に関する高度の専門知識を取得させるた 者及び研究者への職業意識の高揚を推進 業における仕事や国際感覚を持った技術者としての心構えを伝えるなど意識
め、大学院博士前期課程への進学を奨励 するため、講演会や特別講義を開催し、 の改革に努めた。
する。 大学院博士前期課程への進学を奨励す

る。 ○ 就職ガイダンス１４回、業界セミナー１０回、木曜企業セミナー１３回、
及び２５７社による合同企業セミナーを実施し、職業意欲の向上を図った。

○ 大学院学生に対する学会発表支援制度を平成１９年度から実施し，学部学
生の大学院博士前期課程への進学の動機付けとした。

○ 副専門教育課程の授業科目「キャリア・デザイン （２年次後期２単位）」
をスタートさせるとともに、各学科において新入生オリエンテーション、在
学生合宿セミナー等で就職に関する説明を行うなど、意識の高揚に努めた。
さらに、従前の短期（２週間程度）のインターンシップに加え、新たに平
成２０年度から長期（１月程度）のインターンシップを実施することを決定
した。
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【34】教育の成果・効果の検証 【34】教育改善と学生支援の改善のため ○ 「学生による授業評価 「卒業・修了予定者アンケート」及び「企業アン」、
学生による授業評価や、卒業者及び企 に 「学生による授業評価 「卒業者及 ケート」を実施し、結果をホームページ等で公開したほか、分析を行い今後、 」、
業人事担当者へのアンケート調査を引き び企業人事担当者へのアンケート」調査 の改善に資することとした。
続き定期的に実施し、教育の成果・効果 を実施、速やかに集計し、その結果を公
を検証する。 表するとともに、結果の分析を行う。
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室蘭工業大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標

［学士課程］中
１）アドミッション・ポリシーに関する基本方針期

教育目的・目標に即して、求める学生像や学生募集方法、入試の在り方等のアドミッション・ポリシーを明確にするとともに、入学志願者の入学希望分目
野等の選択に関する適切な判断に資するため、アドミッション・ポリシーを含む的確な入試情報を積極的に発信する。標
留学生、社会人、編入学生等のための特別入学者選抜を実施し、多様な学生を受け入れ活発な教育研究を展開する。

２）教育課程に関する基本方針
幅広い教養と基礎科学及び工学に関する専門基礎知識を十分に養う観点から、体系的な教育課程を編成する。
教育課程の編成に際しては、国際コミュニケーション能力の向上、情報リテラシー能力の向上、技術者倫理の涵養等に特に配慮する。

３）教育方法に関する基本方針
講義、演習、実験のバランスの取れた授業科目を編成するとともに、個々の授業の特性に合致した授業形態、学習指導法等の開発を推進する。学生の学

習意欲の向上を図るため、少人数教育の実施やシラバスの充実などを推進する。
４）成績評価に関する基本方針
学生が十分な知識を取得できるよう、有効性のある厳格な成績評価を行う。

［大学院課程に関する特記事項］
５）教育課程、教育方法に関する基本方針

工学に関する深い専門知識と、科学的な思考法や研究実践能力を有する科学技術者を養成するため、博士前期課程においては、学士課程教育の基礎学力
、 、 。 、を基に 専門知識の深化と課題解決能力の涵養が図られるよう 授業科目の履修と研究指導による体系的な教育課程を編成する 博士後期課程においては

課題探求能力の涵養に配慮して教育課程を編成する。
また、隣接の専門分野の知識あるいは複眼的な思考法を養うため、複数教員による研究指導を行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

［学士課程］ 【35-1】アドミッション・ポリシーにつ ○ アドミッション・ポリシーについて見直しつつ、推薦入学を全学科で実施
【35】アドミッション・ポリシーに応じ いて、引き続き検討するとともに、アド するとともに入学者枠を拡大した。
た入学者選抜の実施 ミッション・ポリシーに沿った平成２２
アドミッション・ポリシーの再検討を 年度以降の選抜方法の在り方について検 ○ 平成２２年度以降の選抜方法の在り方については、国大協の基本方針を踏
行い、ポリシーに従った入学者選抜を実 討を開始する。 まえて検討した結果、現行選抜制度である分離分割方式の維持を確認した。
施する。
一般入学者選抜のほか、多様な学生を

受け入れるための特別選抜を実施してい 【35-2】 また、英語版ホームページを ○ 国際交流センターのホームページに留学生のための英語版を開設し、入試
るが、高校生、社会人、編入学希望者等 活用し、留学生のための大学案内を充実 情報、教員紹介等を行った。
に対して一層的確な入試情報を発信する させる。
とともに、英語版ホームページの活用に
より、留学生のための大学案内を充実す 【35-3】オープンキャンパス、プロビデ ○ オープンキャンパスについては、新企画等の工夫改善を図り、前年度に比
る。 ンス・プログラム及び高校・高専訪問を べ大幅な参加者の増加（前年度３６１名、今年度４９８名、対前年比１３７
また、毎年、オープンキャンパス及び 実施して、本学への理解を一層促進させ 名増)があった。
高校等訪問を実施し、本学への理解を促 るとともに、入試情報の発信方法を更に
進する。 検討する。 ○ 高校訪問説明会を道内５４校（７６回 、道外７校（７回）を実施し、さ）

らに高専訪問説明会を道内４校（４回 、道外２校（２回）実施するなど本）
学への理解に努めた。
なお、上記訪問説明会の他に２名１組の教員（計２組４名）により札幌圏
の高校（２３校）への訪問を行った。
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○ 修学旅行等の機会を利用して本学へ訪問する高校生向けのプロビデンス・
プログラムを７回実施し、本学への理解に努めた。

○ 受験産業が企画する道内外での進学説明会や，道内国公立大学で構成する
北海道コンソーシアムによる札幌、仙台での合同進学説明会等に積極的に参
加し、本学への理解に努めた。

○ 入試情報のより積極的な発信という観点から、ホームページ上のイベント
情報や携帯電話サイトの内容の充実を図った。

○ 次年度の入試広報活動に向けて、高専用案内パンフ及び大学院案内パンフ
作成に関しての検討に着手した。

【36】教育理念等に応じた教育課程の編 36-1 引き続き教養教育 基礎教育 工 ○ 国際社会で活躍できる英語力の習得を視野に英語教育におけるe-learning【 】 、 （
成 学リテラシー教育）を総括し、昨年度実 の使用方法や少人数教育等に関する検討を開始した。
科学技術の進展や社会の複雑化・高度 施したカリキュラム再編成において、国
化に柔軟に対応できる能力を育成するた 際社会で活躍できる英語力の習得、プレ ○ 学科の専門基礎教育科目にプレゼンテーション技法に関する科目を引き続
め、教養教育、基礎教育（工学リテラシ ゼンテーション・コミュニケーション能 き開講するとともに、教養教育、基礎教育において演習科目を中心にコミュ
ー教育 、専門基礎教育に重点を置いた 力及び情報リテラシー能力の習得並びに ニケーション能力の向上を目標に掲げ、授業を展開した。）
カリキュラムを編成し、徹底した基礎的 創造性及び技術者倫理の涵養に配慮す
教育を行う。カリキュラムの編成に際し る。 ○ 基礎教育科目である「情報メディア基礎」の内容に学術情報検索と文書作
ては、国際社会で活躍できる英語力の習 成を加えるなど、情報リテラシー能力の習得に配慮した。
得、プレゼンテーション・コミュニケー
シー能力及び情報リテラシー能力の習得 ○ 技術者倫理教育を進める中で平成１８年度に採択された特色ＧＰにより、
並びに創造性及び技術者倫理の涵養に配 「技術者倫理」の授業内容の充実を図った。
慮する。
学生の授業の理解を促進する観点か ○ 平成２１年度改組に向けたカリキュラム編成について検討を行った。

ら、低学年においてはクラス制、高学年
コース制及びクラス制の状況を検証した結果、コース制は現状のままではコース制を導入し、できる限り少人 【36-2】引き続き少人数教育を実施する ○
とし、外国語科目のクラスについては５０名から３０名程度のクラスと数教育ができるようにカリキュラムを編 ためのクラス制、コース制の実施状況を
することを検討し、一部の英語科目で実施した。なお、他の科目につい成する。 検証する。
ては、平成２１年度の改組後に実施する方向でさらに検討することとしまた、準備の整った学科から、日本技
た。術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）に認定

される教育コースを構築する。
【36-3】ＪＡＢＥＥ受審に向けた各学科 ○ これまでのＪＡＢＥＥの経験を踏まえ、教育システム委員会の「ＪＡＢＥ
の取組を支援する。 Ｅ教員連絡会議」においてシラバスの改善を図るなど、ＪＡＢＥＥ受審への

支援を行った。その結果、応用化学分野においてＪＡＢＥＥ受審を行ったの
に加え、建築分野、情報分野、材料分野及び応用物理分野で平成２０年度受
審に向けた準備が整った。

【37】授業形態、学習指導法等の改善 【37-1】シラバスに各授業科目のカリキ ○ 引き続き、教育システム委員会の「シラバスワーキンググループ」
学生個々の適性を生かした自主的な学 ュラム中での位置づけ 教育内容・方法 においてシラバスの改善の検討を行い、内容の充実と学生の利用環境、 、
習計画の立案と受講準備に資するため、 達成目標及び成績評価方法・基準を明示 の整備を図った。
シラバスについて、各授業科目のカリキ する等、引き続き充実に努める。

、 、ュラム中での位置づけ 教育内容・方法
達成目標及び成績評価方法・基準を明示 【37-2】平成１６年度に発足した 「高 ○ 胆振・日高管内高大連携協議会を開催し、生徒の学力、教育の現状を話し、
するなどその充実を図るとともに、ホー 大連携協議会」などの議論を通じて、高 合い、出前授業を通じ理科の普及に取り組んだ。
ムページ上で開示するなどにより、学生 等学校との接続教育に関する具体的な検
の利用環境を整備する。 討を行うとともに、入学者に対する未履 ○ 入学者には引き続き「基礎数学 「基礎理科」を実施し、未履修科目の補」、
高等学校との接続に関する研究を行 修科目の補習教育プログラムを構築し、 習教育を行った。

い、未履修科目の補習教育を実施すると 実践する。
ともに、専門に対する動機付けの科目を ○ 海星学院高校 中標津高校の サイエンスパートナーシッププログラム Ｓ、 「 （
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設定し、大学導入教育の充実を図る。 ＰＰ 」事業への協力を行った。）
演習、実験・実習及び企業等へのイン

ターンシップ等による体験型授業を充実 【37-4】教養教育、共通教育のカリキュ ○ 平成１８年度から初年次教育として実施している「インター・サイ
し、理論だけでなく実際的な技術や観察 ラム再編成の際に、専門に対する動機付 エンス （専門に対する動機付け科目）について、担当者や教育内容の充実」
力など総合的な専門学力の向上を図る。 けの科目を設定し、引き続きこれによる を図った。
また、留学生、社会人、編入学生等多 大学導入教育を行う。
様な学生の学習指導システムの確立を図 ○ 体験期間を１ヶ月以上とする長期インターンシップの検討を行い、本年度
る。 の試行を経て平成２０年度から実施することとした。

【37-5】留学生、社会人、編入学生等多 ○ 留学生に対しては、新たに設置した国際交流センターと各学科等が
様な学生の学習指導システムの確立を図 密接な連携を図り、より適切な学習指導を行った。
る。

○ 編入学生について単位認定の方法の改善及び入学時のガイダンスの
充実等きめ細かな学習指導を行った。

【38】適切な成績評価等の実施 【38】シラバスに各授業科目の達成目標 ○ シラバスに各授業科目の達成目標及び成績評価方法・基準を明記す
シラバスに各授業科目の達成目標及び 及び成績評価方法・基準を明確に記載 ることとし、厳格な成績評価に努めた。

成績評価方法・基準を明確に記載し、そ し、それに即した厳格な成績評価に努め
れに即して厳格な成績評価を行う。 る。

［大学院に関する特記事項］ 【39-1】工学に関する専門知識を深める ○ 新たに博士前期課程材料物性工学専攻に「ものづくり工学コース」を設置
【39】授業形態、学習指導法等の改善 とともに、科学的な思考法や研究実践能 し、鋳造分野の人材育成に取り組むこととした。
工学に関する専門知識を深めるととも 力を養うため、体系的な授業の履修と研
に、科学的な思考法や研究実践能力を養 究指導による教育を行う。 ○ 博士前期課程における教育研究の多様化、学際化、高度化を図るた
うため、体系的な授業の履修と研究指導 め、平成２０年度に新たに３つの専攻（航空宇宙システム工学専攻、公共
による教育を行う 研究指導については システム工学専攻、数理システム工学専攻）を設置することとした。。 、
複数教員による研究指導体制の確立と研
究指導方針の明確化を図るとともに、研 ○ 教育システム委員会の下に大学院カリキュラム体系化ワーキンググループ
究指導結果の報告制度導入などの改善を を設置し、体系的な教育体系や科目設定等について検討した。共通科目につ
図る。 いては、教育目標に沿った科目として新たに平成２０年度から国際コミュニ
英語による授業を推進する。また、イ ケーション（言語、文化）を群とした科目を開講することとした。
ンターネットによる遠隔教育プログラム
を充実する。 ○ 引き続きＭＯＴ（技術経営）教育プログラムを開設し、経営感覚を

兼ね備えた技術者の養成を行い、３７名の第１期修了者を輩出した。

○ 北海道大学大学院情報科学研究科との単位互換協定に基づき、プロ
。ジェクトマネージメント分野の授業をＴＶ会議システムにより行った

【39-2】研究指導については、複数教員 ○ 学生１名に対して指導教員を２名以上とする指導体制の継続・指導
による研究指導体制の確立と研究指導方 方針の充実を図った。
針の明確化を引き続き図るとともに、様
式を定め毎年度研究指導結果を報告する ○ 専攻毎の研究指導の報告・検証に加えて、全学的な制度の導入に向けた検
制度を導入する。 討を開始した。

。【39-3】英語による授業の充実を図る。 ○ 英語による授業の実態調査に基づき今後の増加に向けた検討に着手した

【39-4】インターネットを活用し、工科 ○ 工科系１２大学による遠隔教育として、非同期Web base learningに
「 」 。系１２大学による遠隔教育プログラムを よる プラズマエレクトロニクス特論 を開講し内容の充実に努めた

充実する。
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室蘭工業大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標

１）教職員の配置に関する基本方針中
学士課程及び大学院博士前期課程を通じた教育が円滑に実施できるよう、より適切な教育実施体制を検討する。期

２）教育環境の整備に関する基本方針目
学生が学習しやすいハードウエア（設備）及びソフトウエア（支援）環境を整備する。また、教員が教授しやすい環境にも配慮する。標

３）教育の質の改善のためのシステムに関する基本方針
工学部全体としてのカリキュラムを教員各自が把握した上で、授業評価を実施し、評価結果を教育の質の向上及び改善の取組みに結びつけるシステムを

整備し、適切に機能させる。特に、授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修の推進を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【40】適切な教員の配置等 【40-1】学科（共通講座を含む 、研究 ○ 引き続き、後任補充人事において、教員選考委員会で人事計画を確認し、）
学科（共通講座を含む 、研究科、附 科、附属施設ごとに担当教員の配置状況 担当教員の配置状況を点検するとともに、新たな教員の採用にあたってこれ）

属施設ごとに担当教員の配置状況を常に を点検するとともに、新たな教員の採用 を活用し適切な配置に努めた。
点検し、適切な配置に努める。また、学 にあたってこれを活用し適切な配置に努
科の教員が専門教育にとらわれず、積極 める。 ○ ものづくり基盤センターに専任の准教授１名を配置し、実践的な教育の展
的に教養教育、基礎教育を担当できるよ 開に努めた。
う、教育体制を改善する。

40-2 全学共通教育センターを整備し ○ 全学共通教育センターにおいて、学科の教員が担当する科目も含めた全学【 】 、
学科の教員が専門教育にとらわれず、積 共通教育科目（副専門教育科目及び主専門共通科目）の開講計画を策定する
極的に教養教育、基礎教育を担当できる など、全学的な観点から教養教育、基礎教育の教育体制の改善を図った。
よう、教育体制を改善する。

【41】教育に必要な施設・設備等の充実 41-1 講義室 実験・実習室等のほか ○ 講義室にプロジェクター及びスクリーンを設置し、教育環境を改善した。【 】 、 、
（ 、講義室、実験・実習室等のほか、学生 学生が自学自習できる教育環境 図書館

が自学自習できる教育環境（図書館、情 情報メディア教育センター等）を引き続 ○ 情報メディア教育センターの改修を行い、利用環境を整備した。
報メディア教育センター等 を充実する き改善する。） 。
ネットワーク上で、学生のシラバス閲

、 、覧、履修計画作成・履修届の支援や、教 【41-2】ネットワーク上で、学生のシラ ○ 教務支援システムについて 教員の成績管理作業の効率化を図るとともに
員の成績管理作業の効率化を図るため、 バス閲覧、履修計画作成・履修届の支援 新システムへの更新を行い、シラバス閲覧、履修計画作成・履修登録等の学
教務支援システムを充実するとともに、 や、教員の成績管理作業の効率化を図る 生サービスの向上を図った。
コンピュータ・ネットワーク環境を整備 ための教務支援システムを充実するとと
する。 もに、コンピュータ・ネットワーク環境

を引き続き整備する。

【42】教育活動の評価及びその有効な活 【42-1】各学科において、ＪＡＢＥＥへ ○ 引き続き、教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）において実施している
用 の対応として教育目標の達成度評価シス 各教員の達成度評価を各学科におけるＪＡＢＥＥへの対応にも資することと
学士課程教育及び大学院教育のプログ テムの連携を実施する。 した。
ラムについて、各実施組織において教育
目標とその達成度評価手法を明確にする ○ ＪＡＢＥＥ教員連絡会議において、主専門教育と共通教育の関係を整理す
とともに、自己評価を定期的に実施し、 るとともに各学科におけるＰＤＣＡシステムの実行を支援した。
教育プログラムの改善に活用する。
学生による授業評価方法の改善充実を 【42-2】大学院教育の教育目標を設定す ○ 教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）において、各教員が学科・専攻等
図るとともに、担当教員による授業の自 るとともに、達成度評価手法の明確化を の教育目標に沿った個々の教育目標を設定し、年度末に達成度評価を行うシ
己評価や教員相互の授業参観を実施し、 図る。 ステムを実効的に運用した。また、修了予定者アンケートにより、学生の教
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それらの評価結果に基づき教員に指導助 育目標の理解度を調査・検証した。
言を行い、教育の質の向上を図る。

○ 各専攻の教育目標に加え、大学院全体として博士前期・後期課程の教育目
標を設定した。

【42-3】学生による授業評価方法の改善 ○ 教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）において、各教員が担当授業に係
充実を図るとともに、担当教員による授 る目標設定・自己評価を行い、学科長等による面談を経て翌年度の授業改善
業の自己評価や教員相互の授業参観を実 に繋げるシステムを実効的に運用した。
施し、それらの評価結果に基づき教員に
指導助言を行い 教育の質の向上を図る ○ 授業評価アンケートの結果を通知し、改善が必要と思われる授業の見直し、 。

を行った。

○ 引き続きＦＤ活動の一環として教員相互の授業参観を実施した。

【42-4】評価の高い教員の授業を公開す ○ 評価の高い教員の授業を公開するシステムについて、平成２０年度からの
るシステムを検討する。 実施に向けて検討を行った。

【43】教材、学習指導法等に関する研究 【43-1】ＦＤ活動を進めるために設けた ○ ＦＤ研究を専門に行える全学的な組織についての検討を行い、平成２０年
開発及びファカルティ・ディベロップメ 教育システム委員会ＦＤＷＧを、全学的 度に組織を立ち上げることとした。
ント（ＦＤ）の実施 にＦＤ研究を専門に行えるような組織に
学生の理解度を高めるための教材の開 する検討を再度行う。
発や講義方法の工夫を奨励、推進する。
そのため教育改善プロジェクトに対する 【43-2】新任教員に対するＦＤワークシ ○ 新任教員に対するＦＤワークショップを引き続き実施して教育改善を行う
経費支援を行う制度を設ける。 ョップを引き続き実施して教育改善を行 とともに、全教員に対してＦＤ講演会「多様化する学生への対応～心の悩み
ＦＤ研究を行う組織を設け、ＦＤに関 うとともに、全教員に対する平成１９年 へのアプローチ～」を実施した。

、 。わる情報提供を行うとともに、新任教員 度のＦＤプログラムを検討し 実施する
を始め希望する全教員に対するＦＤプロ ○ 本年度のＦＤ活動計画を策定し 「ＦＤだより」の発行をはじめ、計画ど、
グラムを実施する。 おり実施した。

○ 学長裁量経費を用いた公募による教育改善プロジェクトを引き続き実施し
た。

【44】全国共同教育の実施等 【44-1】インターネットやＳＣＳ等を利 ○ 小樽商科大学との単位互換協定に基づく授業「地域再生システム論」を、
インターネットやＳＣＳ等を利用した 用した遠隔教育を含め、大学やその他の 小樽商科大学で実施し、本学から１２名が履修した。
遠隔教育を含め、大学やその他の教育機 教育機関と連携した教育体制を検討し、
関と連携した教育体制を検討し、大学間 大学間の単位互換を推進する。 ○ 工科系１２大学による遠隔教育として、非同期Web base learningに
の単位互換を推進する。 よる「プラズマエレクトロニクス特論」を開講した。
大都市部におけるサテライトキャンパ

、ス設置の可能性について検討する。 ○ 北海道大学大学院情報科学研究科で開講する単位互換授業について
ＴＶ会議システムを利用して４名の大学院学生が受講した。

○ 北見工業大学大学院工学研究科で開講する単位互換授業について、Ｔ
Ｖ会議システムを利用して６名の大学院学生が受講した。また、１１
名の北見工業大学大学院学生が本学開講授業を受講した。

【44-2】新たに移設した東京サテライト ○ 札幌サテライト及び東京青山サテライトにおいて、各種セミナーや講習会
を加え ２つのサテライトの活用を図る など様々な活動を行い、特に東京青山サテライトについては、博士前期課程、 。

学生確保のための説明会等の拠点として新たな活用を図った。
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室蘭工業大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
④ 学生への支援に関する目標

１）学生の学習支援に関する基本方針中
学習に関する環境や相談の総合的な体制を整え、学習支援を効果的に行うとともに、専門性を生かした職種等への就職を支援するため、就職指導体制を期

整備する。目
２）学生の生活支援に関する基本方針標

学生の生活に関する相談窓口を充実し、様々な相談、助言が行える支援体制を構築するとともに、学生生活実態調査を実施するなどにより、学生の生活
環境の改善を推進する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【45】学習相談及び生活支援体制の整備 【45】継続して、ＴＡの研修を行うとと ○ 学科等から提出されるＴＡ実施報告書に加え、本年度から自己評価報告書
教員によるチューター制、オフィスア もに、提出されたＴＡ報告書により活用 の提出を求め、これらによりＴＡ活用の改善を図ることとした。
ワーの設置、学生総合相談室の充実、保 状況を把握し、ＴＡ活用の改善を図る。
健管理センター、学生サポート委員会な
ど、効率的かつ効果的な学生総合支援体
制を整備する。
実験や演習等の正規授業あるいは補習
授業の補助や成績不振者に対する補助に
関してティーチング・アシスタント（Ｔ
Ａ）の効率的な活用ができるよう、ＴＡ
の研修プログラムを実施する。

【46】就職支援体制の整備等 【46】キャリア・サポート・センターを ○ キャリア・サポート・センターと各学科の就職担当教員による情報交換を
引き続き専門性を生かした職種への就 中心に引き続き各学科・専攻の連携を図 密にし、就職支援の充実を図った。

、 （ ）、職を支援するため、各学科・専攻間の連 りつつ 就職ガイダンス １０回程度
携を図りつつ、就職指導体制を見直すと 合同企業セミナー等を実施し、就職支援 ○ 就職ガイダンス １４回 業界セミナー １０回 木曜企業セミナー １（ ）、 （ ）、 （
ともに、進路に関するガイダンスを毎年 体制の充実を図る。 ３回）及び２５７社による合同企業セミナーを実施した。
１０回程度実施する。

○ 各学科において、新入生オリエンテーション、在学生合宿セミナー等で就
職に関する説明を行うなど、意識の高揚を図った。

○ 就職支援の観点から、引き続き短期（２週間程度）のインターンシップを
実施するとともに、新たに長期（１月程度）のインターンシップの導入につ

、 。いて検討を行い 本年度の試行を経て平成２０年度から実施することとした

○ 就職に関する考え方や知識を深めることを目的とした「キャリア・デザイ
ン （２年次後期２単位）を副専門教育課程において実施した。」

【47】学生生活支援の充実 【47-1】定期的に交通安全、モラル教育 ○ 交通安全講演会を実施したほか、新入生オリエンテーション、在学生合宿
定期的に交通安全、モラル教育に関す に関する講演会等を引き続き開催し、学 セミナー、サークル懇談会などで、交通安全、事故防止等について周知し注
る講演会等を開催し、学生生活の充実に 生生活の充実に資する。 意を喚起した。
資する。
下宿・アパート、アルバイト等の学生 ○ 定期的に学内掲示板により、交通安全の励行等について周知した。
への斡旋などの学生生活支援業務につい
ては、外部の企業団体等と分担協力しつ
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つ、その充実を図る。 【47-2】下宿・アパート、アルバイト等 ○ 下宿・アパート、アルバイトについて、委託している大学生活協同組合と
学生生活実態調査を定期的に実施し、 の学生への斡旋などの学生生活支援業務 懇談し問題点を話しあうなど、分担協力体制の充実に努めた。
必要に応じて地域社会と連携して改善策 について、大学生協と分担協力しつつ、
を講じる。 継続してその充実を図る。

【47-3】定期的に実施している学生生活 ○ 昨年度実施した「学生生活実態調査」をホームページに掲載し、教職員の
実態調査の報告書の内容をホームページ 他、広く学生、学外者にも公開するとともに改善に努めた。
へ公開するとともに、より充実した学生
生活実現のための改善策を地域とともに ○ 室蘭市・大学・室蘭市の町内会による懇談会を開催し、学生生活や地域と
検討する。 大学の連携等について意見交換を行った。

○ 学長と学生による「学長と語ろう」懇談会を実施し、学生生活や利用施設
等について意見交換・質疑応答を行い、今後の学生生活の充実に向けた課題
を抽出した。

【48】学生に対する経済的支援 【48-1】学生が経済的状況により就学の ○ 各種奨学金を学生に周知し、支援を継続した。
学生が経済的状況により就学の機会が 機会が損なわれることのないよう、引き
損なわれることのないよう、引き続き各 続き各種奨学金の取得支援や、授業料等 ○ 入学料、授業料免除・猶予を引き続き実施した。
種奨学金の取得支援や、授業料等の減免 の減免・猶予制度を継続し支援を行う。

。 、 、・猶予制度を設ける さらに 学外組織
財団等と連携して本学独自の奨学金制度
を設立することを検討する。 48-2 本学独自の奨学金制度である 室 ○ 「室蘭工業大学教育・研究振興会」の事業を継続して実施するとともに、【 】 「

蘭工業大学教育・研究振興会」を、さら 「緊急採用奨学金給付要項」に基づく緊急時の奨学金給付制度の運用を開始
に充実させる。 した。

○ 博士後期課程学生及び留学生確保のため、リサーチアシスタントに対する
予算の増額や「室蘭工業大学教育・研究振興会」等を活用した奨学金の給付
制度を整備し、平成２０年度から実施することとした。

【49】留学生等に対する配慮 【49】前年度に設置した国際交流センタ ○ 留学生オリエンテーションで入国管理局への各種申請手続き、履修
学生課、国際交流室による機能的な留 ーが中心となり、機能的な留学生受入れ 科目の相談、成績不良の留学生に対する学習指導を行うとともに、留
学生受け入れ体制と留学希望学生への支 体制と留学希望学生への支援体制の強化 学生の日常生活及び勉学上のサポートを行った。
援体制をつくる。また、国際交流室を中 及び留学生の修学支援、生活相談の充実
心に、留学生の修学支援、生活相談を行 を図る。 ○ 留学生が大幅に増加したことに伴い、独立行政法人日本学生支援機構の指
う。 定宿舎の確保や、民間宿舎１１戸の本学指定宿舎としての確保等を行った。

○ 北海道の文化、歴史、産業等についての知識・理解を深めることを目的と
した見学旅行や、野外セミナーとしてのスキー実習等を行った。

○ 室蘭市国際交流推進協議会のうち、本学留学生が支援を受けている団体と
懇談会及び交流会を開催し、より一層の支援を仰ぐとともに、留学生との活
発な交流を行った。

【50】その他 50 学生の学外への視野を広めるため ○ 学術交流協定校であるロイヤルメルボルン工科大学（オーストラリア）と【 】 、
学生の学外への視野を広めるため、姉 姉妹校も含めた他大学の学生との交流を の間で相互交流を行った （派遣９名、日本語研修生受入９名）。
妹校も含めた他大学の学生との交流を行 行うことを目的として、引き続き短期語
うことを目的として、サマースクール等 学研修プログラム等を実施する。 ○ 学術交流協定校であるミシュコルツ工科大学（ハンガリー）へ学生を派遣
を企画する。 した。
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室蘭工業大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

１）目指すべき研究の水準に関する基本方針中
科学技術と人間、社会、自然との調和を目指す総合理工学に関する研究を行う。教育重視の基本方針を踏まえ、研究活動の視点を教育密着型研究（学生期

の教育に生かせる研究）に置き、研究の成果を積極的に教育に反映する。目
また、研究の質の向上を図るため、独創的・先進的研究を戦略的に推進する重点科学技術分野を設定し、研究活動の拠点形成を図る。標

２）研究成果の社会への還元に関する基本方針
学術研究の成果を各分野の主要な論文誌に公表するほか、研究成果に基づく特許等の取得を進め、実施許諾・技術移転などにより、産業界・社会への還

元に努める。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【51】目指すべき研究の方向性 【51-1】科学技術と人間、社会、自然と ○ 総合理工学の研究を継続して推進するため、引き続き、環境防災、航空宇
、 、 。科学技術と人間、社会、自然との調和 の調和を目指す総合理工学に関する研究 宙 感性工学の重点３領域に学長裁量経費を配分し 研究の活性化を図った

を目指す総合理工学に関する研究を行 を行う。
う。また、グループ又は個人による教育 ○ 研究活性化委員会において、外部資金の獲得目標、査読付き論文業績の発
密着型研究を推進し、研究の成果を積極 表目標等を盛り込んだ「研究活性化に向けた施策」を策定し、教員の研究活
的に教育に反映することにより、教育の 動を促した。
質の向上に生かす。

○ 研究体制の見直しについて検討し、平成２１年度に研究組織の再構築を行
い、組織的に一層の研究推進を図ることとした。

、 。【51-2】グループ又は個人による教育密 ○ 学長裁量経費により 研究センター等のグループ研究を積極的に支援した
着型研究を推進し、研究の成果を積極的
に教育に反映することにより、教育の質 ○ 引き続き、環境科学・防災研究センター、航空宇宙機システム研究センタ
の向上に生かす。 ー、サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー等の教員がその研究

成果を学士論文、修士論文、博士論文の指導に反映させることにより、教育
の質の向上に努めた。

○ ものづくり基盤センターにおいて、グループによる教育密着型研究を推進
することにより、研究成果を積極的に教育に反映した。

【51-3】 海外を含め、研究成果をもと ○ 研究成果をもとにした大学院生の学会発表を奨励するため学長裁量経費に
にした大学院生の学会発表を推進する。 よる支援制度を構築し、実施した。

【52】大学として重点的に取り組む領域 【52】本学の基本理念に掲げる総合理工 ○ 環境科学領域の研究の中心となる環境科学・防災研究センターでは、環境
、 。 、目標期間中の「室蘭工業大学の研究の 学の展開や地域における使命・役割を重 ・防災関連の各種セミナー 共同研究の推進など事業の推進を図った また
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顔」となる戦略的重点科学技術分野とし 視し、中期計画にあげた重点３領域（・ 同センターが作成に協力した室蘭市のハザードマップの地域住民に対する説
て、本学の基本理念に掲げる総合理工学 環境科学領域・感性融合領域・新産業創 明会を室蘭市と共同で実施した。
の展開や地域における使命・役割を重視 出領域）の研究を推進する。
し、以下の３領域を取り上げる。 ○ 特別教育研究経費（研究支援）の採択を受け、環境科学・防災研究センタ
・環境科学領域 ーによる登別地区にある登別火山の観測・研究を推進した。
・感性融合領域
・新産業創出領域 ○ 感性融合領域の一翼を担っているサテライト・ベンチャー・ビジネス・ラ

、 、 。この中から目標期間初期には重点領域 ボラトリーは 国際会議 各種講演会を開催するなど積極的な活動を行った
として環境科学領域を設定し、これに積 また、平成１８年度に実施した自己点検評価の結果の分析・検証を行い、感
極的に取組み、環境科学に関する総合研 性融合領域での新たな展開の検討を行った。
究センターを時限措置として設置する。

○ 新産業創出領域としての航空宇宙機システム研究センターは、ＪＡＸＡと
の連携大学院の側面的支援のほか、飛行体の各種計測データ取得のための地
上実験場を開設し、本格稼動するなど教育研究の活性化を推進した。事業面
では、ＪＡＸＡからの客員教授によるセミナーや講演会の開催など積極的な
展開を図った。

【53】研究成果の社会への還元 【53-1】研究活動の成果を、国内外の学 ○ 各学科、専攻、センター等での研究成果を国内外の学術論文誌あるいは研
、 、 。研究活動の成果を国内外の学術論文誌 術論文誌等あるいは研究集会・会議等 究集会等で公表するとともに シンポジウム セミナーを積極的に開催した

等あるいは研究集会・会議等に、より多 に、より多く公表する。
く公表する。
また、その成果を、知的財産として管 【53-2】引き続き、特許等の取得を進め ○ 発明届を受けて１３件の特許申請を行った。また、研究シーズ集の見直し
理し、学内審査の上、特許等の取得を進 るとともに、実施許諾・技術移転などに を行い、関係企業等へ配布し、技術移転等の広報活動を行った。
めるとともに、実施許諾・技術移転など より産業界・社会へ還元するよう努め
により産業界・社会へ還元するよう努め る。 ○ 特許の実施許諾契約による技術移転を継続して実施した。
る。
本学の学術研究成果を発信する「室蘭 ○ 学長枠定員により外部機関から知的財産本部に教授１名を採用し、活用を

工業大学紀要」の電子化とホームページ 図った。
上の公開を実施するとともに、教員のホ
ームページを充実し、学術情報の社会へ
の還元に努める。 【53-3】本学の学術研究成果を発信する ○ 「室蘭工業大学紀要」の電子化及びホームページ公開を引き続き行うとと

「室蘭工業大学紀要」の電子化とホーム もに、研究成果等を学外に公開するための機関リポジトリ「室蘭工業大学学
ページ公開の充実を引き続き図るととも 術資源アーカイブ」を設置し、学術情報の社会への還元に努めた。
に、教員のホームページを充実し、学術
情報の社会への還元に努める。 ○ 教員個人や研究室のホームページ内容の充実に努め、学術情報の積極的な

発信を行った。

【54】研究の水準・成果の検証 【54-1】教員の教育研究活動全般にわた ○ 教員データベースを充実させ、入力の徹底により教員の研究活動・研究業
教員の教育研究活動全般にわたるデー るデータベースを充実するとともに、定 績の把握に努め大学全体の成果の検証を行ったほか、同データベースの活用

、 。タベースを作成し、定期的に研究水準・ 期的に研究水準・成果の検証を行う。 により 平成１８年度の教育研究活動の状況に関する報告書をとりまとめた
成果の検証を行う。
重点領域の研究に関しては、研究拠点 ○ 平成１８年度に５つの教育研究センター等で実施したセンター等評価シス
形成に資するかどうかを厳しく評価し、 テムの結果に基づき、研究活動面等における改善点の指摘や対応策の検討を
定期的に見直す。 行った。また、同システムに基づき平成１９年度も４つの教育研究センター
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等の評価を実施した。

【54-2】重点領域の研究に関しては、研 ○ 重点領域の研究を担う各センター等についてはセンター等評価システムに
究拠点形成に資するかどうかを厳しく評 基づき順次自己点検評価を進めており、平成１８年度実施のサテライト・ベ
価し、定期的に見直す。 ンチャー・ビジネス・ラボラトリーに関しては評価結果の検証に基づき事業

の改善に着手し、環境科学・防災研究センター及び航空宇宙機システム研究
センターに関しては本年度自己点検評価を実施した。
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室蘭工業大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
② 研究実施体制等の整備に関する目標

１）研究者等の配置に関する基本方針中
学部及び大学院等の教育研究組織に対応して、教員を適切に配置する。ポスト・ドクトラル・フェロー等の制度を活用して若手研究者の確保に努め、活期

力のある研究体制を構築する。目
また、効率的な研究体制としてグループ研究を積極的に推進する。標

２）研究環境の整備に関する基本方針
機器分析センターなどの学内共同利用施設を充実し、研究に必要な施設設備の整備を図るとともに、設備の共同利用を促進する。

３）研究の質の向上システムに関する基本方針
教員の研究活動を促進するような方向で、開かれた研究活動の評価システムを構築し、研究の活発化と質の向上を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【55】適切な研究者等の配置 【55-1】教育密着型研究を推進するため ○ 教育と研究の均衡に配慮し、学長枠定員を活用して教授１名（社会貢献支
教育密着型研究を推進するため教育と 教育と研究の均衡に配慮し、定期的に教 援（知的財産担当 、講師１名（教育支援）を採用した。））

研究の均衡に配慮し、定期的に教員配置 員配置の見直しを検討する。
の見直しを検討する。また、研究体制を

（ ）支援するリサーチ・アシスタント ＲＡ
等の採用及び技術系職員の技能向上に努 【55-2】また、研究体制を支援するリサ ○ 引き続き、リサーチ・アシスタントを採用し、研究を支援した。
める。 ーチ・アシスタント（ＲＡ）等の採用及
重点領域の研究を推進するため、ポス び技術系職員の技能向上に努める。 ○ 技術部職員技術研修を継続して実施したほか、技術系職員を学外の研修会
ト・ドクトラル・フェロー等の制度を活 や資格取得のための講習会に積極的に参加させ技能向上に努めた。
用し、国内外から優秀な若手研究者を確
保し、研究活動の一層の発展を図る。 55-3 重点領域の研究を推進するため ○ 重点領域の研究及び学内プロジェクト研究の推進を図るため、従来の取扱【 】 、

ポスト・ドクトラル・フェロー等の制度 いを一本化して「博士研究員等取扱要項」を定め、博士研究員及び学術研究
を活用し、本学独自の制度を構築する。 員を採用することにより研究活動を支援した。

【56】研究資金の重点的配分 【56-1】教育研究業績評価を適切かつ公 ○ センター等については従来からのセンター等評価システムにより業務運営
教育研究業績評価を適切かつ公正に反 正に反映した効果的、重点的な学内研究 の点検を行うのに加えて、新たに事業計画の実施状況を年度中途に確認した
映した効果的、重点的な学内研究資金の 資金の配分システムの整備を行う。 上でその評価を配分額に反映させる仕組みを整備し、平成２０年度の予算配
配分システムを構築し、実施する。 分から実施することとした。

、 、また グループによる教育密着型研究
重点領域の研究に対しては、研究資金の ○ 教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）の評価結果を反映した予算配分シ
重点配分を行い、支援する。 ステムの検討を継続して行った。

56-2 グループによる教育密着型研究 ○ 引き続き、グループによる教育密着型研究を支援するため、公募による学【 】 、
重点領域研究を引き続き支援する。 長裁量経費の配分を行ったほか、重点領域研究を支援するための学長裁量経

費の配分を行った。

○ 引き続き、教育研究経費の教員個人への配分の２分の１を学科長裁量経費
としてグループ研究にも配分することとし、学科単位でもグループによる教
育密着型研究を推進した。

【57】研究に必要な設備等の活用整備 【57-1】引き続き、機器分析センター等 ○ 環境科学・防災研究センターに生体環境相互作用分子同定装置の設置、航
情報メディア教育センター、地域共同 の学内共同利用施設の充実を図り、大型 空宇宙機システム研究センターに中型超音速風洞試験設備の増設を行い、学

。 、 、研究開発センター、機器分析センター、 の研究特別設備等の共同利用を促進す 内共同利用施設・設備の充実を図った また 学内の大型設備等については
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サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラ る。 全学的な共同利用を推進した。
ボラトリーの学内共同利用施設の充実を
図る。また、大型の研究特別設備等の共 【57-2】高度研究推進支援のための学術 ○ 高度研究推進支援のための学術情報収集の観点から、前年度の「電子ジャ
同利用を促進する。 情報収集の観点から、前年度の「電子ジ ーナル・ワーキンググループ」の検討結果をもとに、電子ジャーナルの導入
高度研究推進支援のための学術情報収 ャーナル・ワーキンググループ」の検討 タイトルの見直しを行い、タイトル数の増加を図った。また、電子ジャーナ
集の観点から、附属図書館の電子ジャー 結果をもとに、電子ジャーナルの充実を ル管理ツールを導入し、文献検索システムの強化を図った。
ナル等を充実し、文献検索システムの強 図り、連動して、文献検索システムの強
化を図る。 化を図る。

【58】知的財産の創出、取得、管理及び 【58-1】研究成果に基づく特許等の取得 ○ シーズ提案会等を開催し、特許等取得の啓発活動に努めた。その結果、１
活用 を一層推進するため、特許セミナー等を ３件の特許等の出願申請を行った。
研究成果に基づく特許等の取得を一層 開催し、特許等取得の啓発活動に引き続
推進するため 特許セミナー等を開催し き努める。、 、
特許等取得の啓発活動に努める。
また、特許等を管理する体制を整備す 【58-2】特許等を管理する体制を整備す ○ 特許等の知的財産を一元的に管理する知的財産本部と地域共同研究開発セ
るとともに、地域共同研究開発センター るとともに、地域共同研究開発センター ンター等学内組織が協力し、大学・企業交流会、高度技術研修、ＭＯＴ実践
と協力して技術移転フォーラム、企業交 と協力して技術移転フォーラム、企業交 講座、シーズ紹介や講演会の開催、イノベーションジャパン等での技術紹介
流会等の実施に努め、特許等の活用を図 流会等の実施に引き続き努める。 ・出展等への参加など積極的に行い、技術移転、特許等の活用に努めた。
る。

【59】研究活動の評価及びその活用 【59-1】教員の活動意欲を増進するよう ○ 教員の多面的評価システム（ＡＳＴＡ）について、平成１８年度実施分の
教員の活動意欲を増進するよう公平 公平で、透明性の高い教育研究業績評価 評価を行い、面談等を通じてその内容を各教員に通知し改善を促すほか、大

で、透明性・納得性の高い教育研究業績 システムを構築し、その評価結果を活用 学として教育、研究活動等の把握に努めた。また、平成１９年度分の評価を
評価システムを構築し、評価結果を研究 することにより、研究活動の質の向上を 実施した。
活動の質の向上に反映させる。 図る。
学内教員による自己点検・評価及び外 ○ 教員の研究活動の活性化や質の向上等に向けた意識高揚、意識改革に資す
じ学外有識者の助言を求め、評価結果を るため、数年毎の総合的な教員業績評価制度（ＥＳＴＡ）の導入に向けた全
研究活動の高度化と特化に活用する。 学的な検討に着手した。

【59-2】学内教員による自己点検・評価 ○ センター等評価システムにより、研究重点化を目的に設置したセンター等
を実施し、評価結果を研究活動の高度化 の評価に取り組み、平成１８年度実施のサテライト・ベンチャー・ビジネス
と特化に活用する。 ・ラボラトリーに関しては評価結果の検証に基づき事業の改善に着手し、環

境科学・防災研究センター及び航空宇宙機システム研究センターに関しては
本年度自己点検評価を実施した。
同システムにより、評価結果をフィードバックし、次年度以降の計画に反
映できる体制の整備を図った。

、 、 、【60】全国共同研究、学内共同研究等の 【60-2】研究の活性化を促す視点から、 ○ 学長裁量経費により 公募型の競争的経費の配分を行い 学内の共同研究
実施 学内共同研究を推進するとともに、他大 他大学との共同研究、海外協定校との共同研究への支援を行った。
研究の活性化を促す視点から、学内共 学・機関等との共同研究の支援を行う。
同研究を推進するとともに、他大学・機 ○ 公立大学である札幌医科大学と包括連携協定を締結し、リハビリ機器等の
関等との共同研究の支援を行うための方 改良・開発や高機能型義肢の開発等に関する共同研究を進めた。
策を検討する。

○ 私立大学である武蔵工業大学と包括連携協定を締結し、本学が重点領域研
究として進めている「環境科学領域」の水素エネルギーの応用についての共
同研究を推進することとした。
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室蘭工業大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
① 社会との連携に関する目標

、 、 、 。中 地域の需要等に応じ 公開講座の開催などにより生涯学習の機会を提供するとともに 地域の教育機関との連携を強化し 青少年の健全な育成に協力する
地方公共団体等や産業界との積極的な連携を図り、研究成果を社会に積極的に還元する。期

目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【61】地域社会等との連携・協力、社会 【61-1】本年も８件程度の公開講座やエ ○ 公開講座については、多くの人々が受講しやすいよう受講料の大幅な低料
サービス等の推進 クステンション・スクールを開催すると 金化を図り、１３講座を実施した。また 「ものづくり公開講座」や「旅行、
中期目標期間中、他機関との合同公開 ともに、公開講座のコンテンツの充実と 英会話」などコンテンツの充実と魅力あるプログラム開発を行った。

講座を含め、毎年８件程度の公開講座等 魅力あるプログラムを実施する。
を開催するとともに、公開講座のコンテ
ンツを充実させ、魅力あるプログラムを 【61-2】高等学校教諭１種免許状取得者 ○ 専修免許認定講座として４講座を開講し、北海道全域から工業高等学校の
実施する。 を対象とする専修免許認定講座を引き続 教諭を中心に延べ５７名が受講した。
高等学校教諭１種免許状取得者を対象 き実施する。
とする専修免許認定講座の継続の可能性
を検討する。 【61-3】引き続き、地域の公的機関と連 ○ 文部科学省が推進している「次代を担う人材への理数教育の充実に関する
地域の公的機関と連携して生涯教育プ 携して生涯教育プログラムを実施する。 施策」の一環である科学技術振興機構の「理数系教員指導力向上研修」に採
ログラムを実施するほか、学部・大学院 択されたことを受け、地元教育委員会等と連携して、小・中学校教諭を対象
レベルの社会人教育プログラムを実施す とした研修事業を開催した。
る。
小中高生に対する理工系分野の啓発活 ○ 室蘭市が推進している人材育成事業「ものづくりニューパワー育成事業」
動のためのスクールを開設する。さらに を受託し、室蘭市民を対象にものづくり体験講座を開催した。
学生と地域社会との交流の場を広げる。

【61-4】引き続き、学部・大学院レベル ○ 「産学連携製造中核人材育成事業《北海道鋳物産業における中核人材プロ
の社会人教育プログラムを導入する。 ジェクト 」による社会人教育プログラム開発の成果を生かし、平成１９年》

度から博士前期課程に「ものづくり工学コース」を設置して社会人学生を受
入れた。

○ 再チャレンジ支援事業の採択を受け 「ものづくり工学コース」入学の社、
会人への支援を実施した。

【61-5】引き続き、小中高生に対する理 ○ 理工系分野の啓発活動として、科学技術振興機構による「地域科学技術理
工系分野の啓発活動のためのスクールを 解増進活動推進事業」に採択され、実施するとともに、本学独自の大学開放
開設する。さらに学生と地域社会との交 推進事業として６件の事業を実施した。また、小中学生向けのものづくり教
流の場を広げる。 室を地域小中学校等と連携して実施した。さらに、これらの事業に学生を参

加させ、地域社会との交流の場を持たせた。

○ 北海道地域の中高生への理工学分野に対する啓発事業としてロボットサッ
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カーコンテストを毎年実施している。平成１９年度は、第１４回目となり、
４７チームの参加があり、本学学生、コンテスト参加者及び市民の交流を行
った。

○ 地域住民と大学の交流を進める事業の一つとして、著名バイオリニストを
招聘し、昼夜２回のコンサートを開催して学生と地域住民との交流を促進し
た。

○ 他大学や国、北海道、室蘭市等の協力による「地域再生フォーラムｉｎ室
蘭」を開催し、環境に配慮した広域的な地域再生のあり方について、官・民
の立場からの事例紹介・提言や学生・市民・企業によるワークショップを行
い、学生と地域社会の交流及び地域再生への理解を促進した。

○ 市民懇談会や室蘭市・大学・室蘭市内の町内会による懇談会を開催し、積
極的な意見交換を行ったほか、初めて大学として室蘭港祭り「総参加市民お
どり」に参加するなど地域社会との連携・交流に努めた。

【62】産学官連携の推進 【62-1】地域共同研究開発センターのリ ○ 新たに 「苫小牧地域ものづくり産業振興のための産学官金連携協定」を、
地域共同研究開発センターのリエゾン エゾン機能を強化し、民間企業等との共 １０機関と締結し、地域共同研究開発センターのリエゾン機能の強化を図っ
機能を強化し、民間企業等との共同研究 同研究を積極的に推進するとともに、地 た。
を積極的に推進するとともに、地域の技 域の技術関連機関（室蘭テクノセンター
術関連機関（室蘭テクノセンターや室蘭 や室蘭地域環境産業推進協議会等）及び ○ 民間企業等との共同研究の促進に努めた結果、件数９１件、金額１１，５
地域環境産業推進協議会等）との共同取 金融関連機関等との共同取組を引き続き ２６万円であり、金額が増加した。
組を強化する。 強化する。
地域共同研究開発センターにおいて高 ○ （財）室蘭テクノセンター、室蘭地域環境産業推進協議会及び金融関連機
度技術研修を行うとともに、機器分析セ 関と連携してセミナーや講習会、交流会などの共同取組を実施した。
ンターなどの施設設備を充実し、民間企
業等に機器利用を開放することにより、 ○ 平成１８年度に締結した室蘭市との包括連携協定に基づき、同市の職員を
地域技術者の育成を支援するほか、ベン 地域共同研究開発センター特認准教授として平成２０年４月から２年間受け
チャー企業の設立等を支援する。 入れ、地域の産業振興に本学の研究成果を積極的に活用することとした。
また、公的機関の委員会、審議機関等
に、教員を積極的に参加させることによ ○ 産学官金連携協定や自治体との包括連携協定等により共同研究を推進する
り、地域の活性化に資する。 など積極的な地域貢献活動を展開した結果、外部機関（日本経済新聞社）の

、 （ ） 。評価により 地域貢献度全国一 全国の国公私立大学対象 との評価を得た

【62-2】地域共同研究開発センターにお ○ 地域共同研究開発センターでは、大阪、東京、札幌で延べ２０８名の受講
いて高度技術研修を行うとともに民間企 者に高度技術研修を行った。
業等へ機器分析センターの機器利用を開
放することにより、引き続き地域技術者 ○ 学外者に対する機器分析センターの機器利用を引き続き実施し、地域技術
の育成を支援する。 者の育成を支援した。

【62-3】ベンチャー企業の設立等を支援 ○ ベンチャー企業の設立等を支援する体制として起業、経営コンサルタント
する体制の整備の検討を行う。 会社及び弁護士事務所との顧問契約を引き続き行い、本学発ベンチャー企業

を支援した。
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【62-4】引き続き公的機関の委員会、審 ○ 公的機関の委員会及び審議機関に合わせて７１名の教員を参加させ、地域
議機関等に、教員を積極的に参加させる の活性化に貢献した。
ことにより、地域の活性化に資する。

【63】地域の教育機関との連携 【63-1】既に設置した高大連携協議会の ○ 胆振・日高管内高大連携協議会を開催し、高校理科教育における現状、課
地域の高等学校との連携強化のための 活動を見直し、改善を図る。 題を明らかにしたほか、今後の高大連携の進め方を協議した。
定期的な交流の場を設置する。
また、工業高等専門学校等のインター 【63-2】工業高等専門学校等のインター ○ 苫小牧工業高等専門学校から９名のインターンシップを受け入れるととも
ンシップを受け入れるとともに、教員間 ンシップを受け入れるとともに、教員間 に、担当教員との交流を図った。
の交流の場を確保する。 の交流の場を確保する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
② 国際交流に関する目標

学術交流協定校などの拡大を図るとともに、国際交流活動に係る組織の強化を図り、国際交流・協力の一層の推進に努める。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【64】留学生交流その他諸外国の大学等 【64-1】設置された国際交流センターを ○ 平成１９年４月に国際交流センターを設置し、専任のセンター長及び准教
との教育研究上の交流の推進 中心に活発な国際交流活動を展開する。 授１名、事務職員４名並びに学長の指名する支援教員（兼任）１０名を配置
活発な国際交流活動を展開するため、 して、教職員一体となった活発な活動を展開した。
国際交流センターを設置するとともに、
現在学術交流協定校のない地域の大学等 ○ 留学生増員及び学術交流協定校拡大のための海外の大学等訪問を積極的に
の調査、検討を行い、５校程度の拡大を 実施した （合計１３回）。
図る。
各種基金等を活用し、留学生の増加を ○ 留学生増員のために国内外で進学説明会を積極的に実施した （合計１０。

図るとともに、本学学生の海外派遣を促 回）
進する。
国際化時代に対応するため、教職員の 【64-2】学術交流協定校との交流の充実 ○ 新たに、ソウル産業大学校、ダルムシュタット工科大学、瀋陽工業大学、
海外における研究・研修を積極的に支援 に努める。 華中科技大学、蘇州大学と学術交流協定を締結するなど、国際交流の充実に
する。 努めた。

【64-3】国際化時代に対応するため、教 ○ 「大学教育の国際化推進プログラム（海外先進研究実践支援 」に採択さ）
職員の海外における研究・研修を積極的 れた３名の研究者の海外研修に対し、財政支援を行った。
に支援する。

【65】教育研究活動に関連した国際貢献 【65-1】学術交流協定校などと連携し、 ○ 三者間学術交流協定に基づき、民間のシンクタンクの協力を得て、ロシア
学術交流協定校などと連携し、国際共 国際共同研究を推進するとともに、国際 ・極東工科大学との共同研究を推進した。
同研究を推進し、国際的な課題の解決に 的な課題の解決に貢献する。
貢献する。 ○ 学術交流協定校（ロシア・ニコラエフ無機化学研究所、タイ・チェンマイ
また、ＪＩＣＡによる交流プログラム 大学及びアメリカ・西ワシントン大学）で開催された国際シンポジウムに教
実施要請に積極的に対応し、外国人技術 員及び学生を派遣し、学術交流を深めた。
者の技術教育に協力する。

○ 中国政府が国際協力銀行の支援の下に実施している中国人材育成事業によ
る研修員受入れに関する規則を整備し，平成２０年度から学術交流協定校の
教員４名を受け入れることとした。

【65-2】ＪＩＣＡによる交流プログラム ○ ＪＩＣＡが実施する開発途上国からの研修員受入事業「乾燥地における統
を引き続き実施し、外国人技術者の研修 合的水資源・環境管理」コースを受託し、外国人技術者に対する技術教育を
員受入による技術教育を行う。 行った。
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教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項Ⅱ

なお、さらにこの３専攻の設置を契機に学部・研究科の全学的な見直しを行○教育研究等の質の向上の状況
うこととし、新たな教育、研究組織等についての具体的な検討に着手した。① 特色ある取組

○ ＪＡＢＥＥ認証に向けた継続的取組
○ 大学院博士前期課程への国際コミュニケーション科目の導入本学では、工学分野における教育内容を保証する制度としてのＪＡＢＥＥ認証

に向けた取組を全学として積極的に推進している。平成１９年度については、こ 平成２０年度の博士前期課程への３専攻の設置と併せて、共通科目について
れまでの経験を踏まえ、教育システム委員会の「ＪＡＢＥＥ教員連絡会議」にお の検討を行い、本課程の教育目標に沿った科目として新たに平成２０年度から
いてシラバスの改善を図るなど、ＪＡＢＥＥ受審への支援を行い、その結果、応 国際コミュニケーション（言語、文化）を群とした科目を開講することを決定
用化学分野においてＪＡＢＥＥ受審を行ったのに加え、建築分野、情報分野、材 した。
料分野及び応用物理分野で平成２０年度受審に向けた準備が整った。

○ 重点３領域の研究推進
環境科学領域の研究の中心となる環境科学・防災研究センターでは、引き続○ 英語教育の充実

英語教育の充実のため、学士課程については少人数教育の実現に向けた検討に き、環境・防災関連の各種セミナー、共同研究の推進などの事業の推進を図っ
着手し、大学院博士前期課程については、共通科目のカリキュラム再編を行い、 た。特に平成１９年度には同センターが作成に協力した室蘭市のハザードマッ
平成２０年度から実施することとした。 プの地域住民に対する説明会を室蘭市と共同で実施したほか、特別教育研究経

費（研究支援）の採択を受けて登別地区にある登別火山の観測・研究を行うな
ど積極的な活動を行った。○ 長期インターンシップの試行・導入

短期（２週間程度）のインターンシップに加え、新たに長期（１月程度）のイ 感性融合領域の一翼を担っているサテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボ
ンターンシップの導入について検討を行い、平成１９年度の試行を経て平成２０ ラトリーでは、国際会議、各種講演会を開催するなど積極的な活動を行ったの
年度から実施することとした。 に加えて、自己点検評価の結果分析・検証を行い、感性融合領域での新たな展

開の検討を行った。
新産業創出領域としての航空宇宙機システム研究センターは、ＪＡＸＡとの○ ＭＯＴ（技術経営）教育プログラムの実施

経営意識を兼ね備えた技術者を養成するために大学院博士前期課程に設定して 連携大学院の側面的支援のほか、飛行体の各種計測データ取得のための地上実
いるＭＯＴ（技術経営）教育プログラムについては、履修者アンケートを行い要 験場を開設し、本格稼動するなど教育研究の活性化を推進した。
望を取り入れて授業内容等の改善・充実を図り、３７名の第１期修了者を輩出し

○ 活発な国際交流の推進た。
平成１９年度も国際交流活動の充実を目指し、新たに５大学と学術交流協定

を締結し環境を整えるとともに、協定校との学生交流（ロイヤルメルボルン工○ 大学院博士前期課程への「ものづくり工学コース」の設置
平成１７・１８年度の２年間にわたって実施した中核人材事業による育成プロ 科大学への派遣及び日本語研修生受入 、研究交流（ロシア・ニコラエフ無機化）

グラムを基礎として、社会人の技術向上を推進するため大学院博士前期課程材料 学研究所等）等、積極的な交流を図った。また、平成１８年度に引き続き、Ｊ
物性工学専攻に「ものづくり工学コース」を開設して鋳造分野の人材育成に取り ＩＣＡが実施する開発途上国からの研修員受入事業「乾燥地における統合的水
組むこととした。 資源・環境管理」コースを受託し、中近東からの技術者に対する技術教育を行

った。
○ 大学院博士前期課程３専攻の設置と学部・研究科の全学的見直し

② 教育研究活動を円滑に進めるための様々な工夫本学の教育の特色化、多様化を図ることを目的に、新たに博士前期課程に３つ
○ 「室蘭工業大学教育・研究振興会」等の活用による新たな奨学金制度の整の専攻（航空宇宙システム工学専攻、公共システム工学専攻、数理システム工学
備専攻）を立ち上げることとし、その目的や養成する人材像を踏まえた特色あるカ

リキュラム等の検討を行った。 「室蘭工業大学教育・研究振興会」の事業として、独自の奨学制度として学
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業優秀者等に対し奨学金の授与を継続して実施するとともに 「緊急採用奨学金、
給付要項」を新たに定めて緊急時の奨学金給付制度を設けた。また、博士後期課
程学生及び留学生確保のため、リサーチアシスタントに対する予算の増額や「室
蘭工業大学教育・研究振興会」等を活用した奨学金の給付制度を整備し、平成２
０年度から実施することとした。

○ キャリア・サポート・センターの円滑な運営
キャリア・サポート・センターは、全学に対して学生の就職支援やインターン
シップへの支援を行っているが、学科等との連携を強化するため連絡会を定期的
に開催するとともに、学科等の支援の下、２５０社以上にものぼる企業の参加を
得て、合同企業セミナーを開催するなど、運営の円滑化を図った。

○ 教育研究活動の検証
、 、教員データベースを充実させ 入力の徹底により教員業績の把握に努めるほか

同データベースの活用により、平成１８年度の教育研究活動の状況に関する報告
書をとりまとめ、大学全体の成果の検証を行った。
その他、センター等評価システムに基づき４つの教育研究センター等で評価を
実施したのに加え、平成１８年度に評価を実施した５つの教育研究センター等に
ついては、結果に基づく改善点の指摘や対応策の検討を行った。

、 、さらに 全学委員会及び学内諸会議について自己評価に基づき改善を図るよう
委員会評価システムを構築した。

○ 国公私立大学との包括連携協定の締結による教育研究活動の展開
国立大学である小樽商科大学と包括連携協定を締結し、共同講座「地域再生シ
ステム論」を開設するなど学生の交流を促すとともに地域再生への取組みを検討
した。また、公立大学である札幌医科大学と包括連携協定を締結し、リハビリ機
器等の改良・開発や高機能型義肢の開発等に関する共同研究を進めたほか、私立
大学である武蔵工業大学とも包括連携協定を締結し、本学が重点領域研究として
進めている「環境科学領域」の水素エネルギーの応用についての共同研究を推進
することとした。

○ 地域貢献への積極的な対応
平成１９年度も、自治体との包括連携協定や産学官金連携協定等により共同研
究を推進するなど積極的な地域貢献活動を展開した。７月には外部機関（日本経
済新聞社）の評価により、地域貢献度全国一（全国の国公私立大学対象）との評
価を得た。また、これまでの市民懇談会に加えて、平成１９年度には室蘭市・大
学・室蘭市内の町内会による懇談会を開催し、地域と大学の連携や大学の役割等
について積極的な意見交換を行った。
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室蘭工業大学
Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む 、収支計画及び資金計画。）

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額
８億円 ８億円 無

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等

により緊急に必要となる対策費として借り入れ により緊急に必要となる対策費として借り入れ
することも想定される。 することも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

無 無 無

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育研 決算において剰余金が発生した場合は、教育研 本年度、３３百万円を取り崩し、教育研究の質の向上及び
究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 組織運営の改善のために活用した。
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金

（ ） （ ） （ ）１５２ ６１６ ６１６
船舶建造費補助金 長期借入金 長期借入金・小規模改修 １５２ ・小規模改修 ６４１ ・小規模改修 ６４１

（ ） （ ） （ ）・災害復旧工事 ０ ０ ０
長期借入金 国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン・耐震対策事業 ・耐震対策事業

ター施設費交付金 ター施設費交付金（ ）０ ( ) ﾒﾃﾞｨｱ ( ) ﾒﾃﾞｨｱ水元 情報 水元 情報
（ ） （ ）国立大学財務・経営セン 教育 教育ｾﾝﾀｰ ２５ ｾﾝﾀｰ ２５

水元 講義棟 水元 講義棟ター施設費交付金 ( ) ( )
水元 情報工学科 水元 情報工学科（ ）０ ( ) ( )

Ｒ棟 Ｒ棟

○ 計画の実施状況等

小規模改修については、学生寄宿舎便所配水管改修、応用化学科棟ピット改
修、体育館笠木改修、講義棟照明改修の４件を計画どおり実施した。
また、耐震対策事業として、情報メディア教育センター、講義棟及び情報工

学科Ｒ棟の耐震改修工事を実施した。
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

（１）方 針 （１）方 針
① 大学の管理運営、社会貢献等、今後予想され ① 大学の管理運営、社会貢献等、今後予想され ○ 「(1)業務運営の改善及び効率化に関する目標
る教育研究以外の大学活動に対応した専門分野 る教育以外の大学活動に対応した専門分野にお を達成するための措置」Ｐ８【4】参照
における外部人材の活用を図るための人事シス ける外部人材の活用を図るための人事システム
テムを構築する。 を構築する。
② 教員採用は公募によることを原則とし、優秀 ② 教員採用は公募によることを原則とし、優秀 ○ 「(1)業務運営の改善及び効率化に関する目標
な教育研究者を確保する。 な教育研究者を確保する。 を達成するための措置」Ｐ１３【11】参照
③ 教員の多様化の一環として、女性教員や外国 ③ 教員の多様化の一環として、外国人教員の採 ○ 「(1)業務運営の改善及び効率化に関する目標
人教員の採用を積極的に推進する。 用を推進する。 を達成するための措置」Ｐ１３【12】参照
④ 事務職員等の採用は、共同採用試験を活用す ④ 事務職員等の採用は、共同採用試験を活用す ○ 「(1)業務運営の改善及び効率化に関する目標

」 【 】，【 】ることを原則とし、特殊な職種については独自 ることを原則とするとともに、適正な配置を確 を達成するための措置 Ｐ１４ 13-1 13-2
専攻を行うとともに、適正な配置を確保するた 保するため、他大学との人事交流を積極的に進 参照
め、他大学との人事交流を積極的に進める。 める。

（２）人員に係る指標 （２）人員に係る指標
常勤職員については その職員数の抑制を図る 常勤職員については その職員数の抑制を図る ○ 「(2)財務内容の改善」Ｐ２５【22】参照、 。 、 。
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室蘭工業大学
○ 別表１ （学部の学科、研究科の専攻等の定員未充

足の状況について）
学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率
建設工学専攻 １２ １８ １５０
うち博士課程 １２(a) (b) (b)/(a)×100

(人) (人) (％)

生産情報システム工学専攻 ２４ ２２ ９２
建設システム工学科 ４００ ４５８ １１５ うち博士課程 ２４

機械システム工学科 ４６０ ５６３ １２２ 物質工学専攻 １８ １４ ７８
昼間コース ３８０ ４５８ １２１ うち博士課程 １８
夜間主コース ８０ １０５ １３１

創成機能科学専攻 １８ １２ ６７
情報工学科 ４００ ４８３ １２１ うち博士課程 １８
昼間コース ３６０ ４３２ １２０
夜間主コース ４０ ５１ １２８

電気電子工学科 ４２０ ４８７ １１６
昼間コース ３８０ ４３９ １１６ 博士課程 計 ７２ ６６ ９２
夜間主コース ４０ ４８ １２０

材料物性工学科 ４００ ４４３ １１１ 該当無し

応用化学科 ３６０ ４０３ １１２

３年次編入（共通） ４０ －－－ －－－
専門職学位課程 計

学士課程 計 ２，４８０ ２，８３７ １１４
○ 計画の実施状況等

建設システム工学専攻 ６６ ８２ １２４
うち修士課程 ６６ ・ 学士課程、博士前期課程、博士後期課程とも定員充足率は９０％以上を充足

させている。
機械システム工学専攻 ７２ ８７ １２１
うち修士課程 ７２

情報工学専攻 ６０ ５９ ９８
うち修士課程 ６０

電気電子工学専攻 ６６ ７７ １１７
うち修士課程 ６６

材料物性工学専攻 ６６ ７５ １１４
うち修士課程 ６６

応用化学専攻 ６６ ５３ ８０
うち修士課程 ６６

修士課程 計 ３９６ ４３３ １０９
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室蘭工業大学
○ 別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１６年度）

左記の収容数のうち

超過率算定
学部・研究科等名 収容定員 収容数 の対象となる 定員超過率左記の外国人留学生のうち

（Ａ） （Ｂ） 外国人 休学 留年 在学者数 （Ｋ）左記の留年者数の
留学生数 国費 外国政府 者数 者数 （Ｊ） (J)／(A)×100大学間交流 うち、修業年限を

【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】（Ｃ） 留学生数 派遣留学 （Ｇ） （Ｈ）協定等に基 超える在籍期間が
づく留学生 ２年以内の者の数（Ｄ） 生数(Ｅ)
等数（Ｆ （Ｉ））

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 ％

２，４８０ ２，７７７ １４ ０ ９ ０ ３８ ２０４ １７１ ２，５５９ １０３工学部

４６８ ５２４ ３８ １４ ０ ２ １２ １８ １５ ４８１ １０３工学研究科

（平成１７年度）

左記の収容数のうち

超過率算定
学部・研究科等名 収容定員 収容数 の対象となる 定員超過率左記の外国人留学生のうち

（Ａ） （Ｂ） 外国人 休学 留年 在学者数 （Ｋ）左記の留年者数の
留学生数 国費 外国政府 者数 者数 （Ｊ） (J)／(A)×100大学間交流 うち、修業年限を

【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】（Ｃ） 留学生数 派遣留学 （Ｇ） （Ｈ）協定等に基 超える在籍期間が
づく留学生 ２年以内の者の数（Ｄ） 生数(Ｅ)
等数（Ｆ （Ｉ））

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 ％

２，４８０ ２，８２９ １９ ０ １２ ０ ３２ ２２６ １８９ ２，５９６ １０５工学部

４６８ ４９６ ３１ １１ １ １ ９ ３１ ２４ ４５０ ９６工学研究科
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（平成１８年度）

左記の収容数のうち

超過率算定
学部・研究科等名 収容定員 収容数 の対象となる 定員超過率左記の外国人留学生のうち

（Ａ） （Ｂ） 外国人 休学 留年 在学者数 （Ｋ）左記の留年者数の
留学生数 国費 外国政府 者数 者数 （Ｊ） (J)／(A)×100大学間交流 うち、修業年限を

【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】（Ｃ） 留学生数 派遣留学 （Ｇ） （Ｈ）協定等に基 超える在籍期間が
づく留学生 ２年以内の者の数（Ｄ） 生数(Ｅ)
等数（Ｆ （Ｉ））

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 ％

２，４８０ ２，８４９ ２２ ０ １３ １ ４３ ２２５ １７６ ２，６１６ １０５工学部

４６８ ４９５ ２２ ７ １ ０ ２０ ２７ １２ ４５５ ９７工学研究科

（平成１９年度）

左記の収容数のうち

超過率算定
学部・研究科等名 収容定員 収容数 の対象となる 定員超過率左記の外国人留学生のうち

（Ａ） （Ｂ） 外国人 休学 留年 在学者数 （Ｋ）左記の留年者数の
留学生数 国費 外国政府 者数 者数 （Ｊ） (J)／(A)×100大学間交流 うち、修業年限を

【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】（Ｃ） 留学生数 派遣留学 （Ｇ） （Ｈ）協定等に基 超える在籍期間が
づく留学生 ２年以内の者の数（Ｄ） 生数(Ｅ)
等数（Ｆ （Ｉ））

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 ％

２，４８０ ２，８３７ ２５ １ １６ １ ３６ １９７ １５４ ２，６２９ １０６工学部

４６８ ４９９ １６ ５ ０ ６ １３ ３２ １９ ４５６ ９７工学研究科


